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公開買付説明書の訂正事項分 

 

 本公開買付説明書の訂正事項分(以下「本訂正事項分」といいます。)に係る公開買付けは、金融商品

取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第２章の２第１節の規定の適用を受けるもの

であり、本訂正事項分は金融商品取引法第27条の９第３項の規定により作成されたものであります。 

 

【届出者の氏名又は名称】 株式会社読売新聞グループ本社 

【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目７番１号 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目７番１号 

【電話番号】 (03)3242－1111 

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 村岡 彰敏 

【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません 

【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません 

【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません 

【電話番号】 該当事項はありません 

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません 

【縦覧に供する場所】 株式会社読売新聞グループ本社 

 (東京都千代田区大手町一丁目７番１号) 

株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

(注１) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社読売新聞グループ本社をいいます。 

(注２) 本書中の「対象者」とは、株式会社よみうりランドをいいます。 

(注３) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。 

(注４) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい

ます。 

(注５) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大

蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。 

(注６) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。 

(注７) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。 

(注８) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日

数又は日時を指すものとします。 
  

 



 

 

１ 【公開買付説明書の訂正の理由】 

2020年11月９日付で提出した公開買付届出書につきまして、公正取引委員会から2020年11月11日付「排除措置命令

を行わない旨の通知書」及び2020年11月11日付「禁止期間の短縮の通知書」を2020年11月13日付で受領したことに伴

い、記載事項に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の８第２項の規定に基づき、公開

買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。これに伴い、法第27条の９第３項及び発行者以外の者による株券等の

公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)第24条第５項の規定に基

づき、公開買付説明書を訂正いたします。 

  

２ 【訂正事項】 

Ⅰ 公開買付届出書 

 第１ 公開買付要項 

  ６ 株券等の取得に関する許可等 

(2) 根拠法令 

(3) 許可等の日付及び番号 

  11 その他買付け等の条件及び方法 

(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類 

  

３ 【訂正前の内容及び訂正後の内容】 

訂正箇所には下線を付しております。 

  

 



 

 

Ⅰ 公開買付届出書 

第１ 【公開買付要項】 

６ 【株券等の取得に関する許可等】 

(2) 【根拠法令】 

(訂正前) 

公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。

以下「独占禁止法」といいます。)第10条第２項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株

式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を

「事前届出」といいます。)、同条第８項により、事前届出受理の日から原則として30日(短縮される場合もありま

す。)を経過するまでは本株式取得をすることができません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期

間」といいます。)。 

また、独占禁止法第10条第１項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の

取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができま

す(同法第17条の２第１項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合で、公正取引委員

会が排除措置命令を発令するときは、公正取引委員会は、排除措置命令の名宛人になるべき者について意見聴取を行

わなければならず(同法第49条)、意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しな

ければなりませんが(同法第50条第１項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、株式取得に関する排除措

置命令の事前通知は、一定の期間(上記の事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合

もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第９項)。なお、公正取引委

員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」

といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第９条から第16条まで

の規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第１号。その後の改正を含み

ます。)第９条)。 

公開買付者は、本株式取得に関して、2020年11月４日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理さ

れております。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則として2020

年12月４日の経過をもって満了する予定です。 

公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前

通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停

止命令の申立てを受けた場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件

の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」の令第14条第１項第４号に定める事情が生じた場合として、本公開買付

けの撤回を行うことがあります。なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第９項に

基づく報告等の要求を受けることなく措置期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の

通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の８第２項に基づき、直ちに、本書の訂正届出書を関東財務局長に

提出いたします。 
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(訂正後) 

公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。

以下「独占禁止法」といいます。)第10条第２項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株

式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を

「事前届出」といいます。)、同条第８項により、事前届出受理の日から原則として30日(短縮される場合もありま

す。)を経過するまでは本株式取得をすることができません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期

間」といいます。)。 

また、独占禁止法第10条第１項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の

取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができま

す(同法第17条の２第１項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合で、公正取引委員

会が排除措置命令を発令するときは、公正取引委員会は、排除措置命令の名宛人になるべき者について意見聴取を行

わなければならず(同法第49条)、意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しな

ければなりませんが(同法第50条第１項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、株式取得に関する排除措

置命令の事前通知は、一定の期間(上記の事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合

もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第９項)。なお、公正取引委

員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」

といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第９条から第16条まで

の規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第１号。その後の改正を含み

ます。)第９条)。 

公開買付者は、本株式取得に関して、2020年11月４日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理さ

れております。 

その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2020年11月11日付「排除措置命令を行わない旨

の通知書」を2020年11月13日付で受領したため、2020年11月11日をもって措置期間は終了しております。また、公開

買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から７日間に短縮する旨の2020年11月11日付「禁止期間の短縮

の通知書」を2020年11月13日付で受領したため、2020年11月11日の経過をもって取得禁止期間は終了しております。 

 

(3) 【許可等の日付及び番号】 

(訂正前) 

該当事項はありません。 

 

(訂正後) 

許可等の日付 2020年11月11日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる) 

許可等の番号 公経企第767号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号) 

 

許可等の日付 2020年11月11日(禁止期間の短縮の通知を受けたことによる) 

許可等の番号 公経企第768号(禁止期間の短縮の通知書の番号) 
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11 【その他買付け等の条件及び方法】 

(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】 

(訂正前) 

令第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ、第４号並びに同条第２項第３号ない

し第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第１項第

３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、

公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかっ

た場合をいいます。なお、上記「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、公開買付

期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなさ

れた場合、及び独占禁止法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申

立てを受けた場合には、令第14条１項第４号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行

うことがあります。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を読売新聞に掲載します。ただし、公開

買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公

告を行います。 

 

(訂正後) 

令第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ、第４号並びに同条第２項第３号ない

し第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第１項第

３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、

公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかっ

た場合をいいます。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を読売新聞に掲載します。ただし、公開

買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公

告を行います。 
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Ⅱ 公開買付届出書の添付書類 

2020年11月９日付公開買付開始公告 

 

２．公開買付けの内容 

(11) その他買付け等の条件及び方法 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

(訂正前) 

金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第１

項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ、第４号並びに同条第２項第３号ないし第６号に定

める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第１項第３号ヌに定

める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事

項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買

付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場

合をいいます。なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。)第10条第２項の定めによる公正取引委

員会に対する公開買付者の事前届出に関し、措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、

及び同法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場

合には、令第14条１項第４号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあり

ます。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を読売新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末

日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

(平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公

表し、その後直ちに公告を行います。 

 

(訂正後) 

金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第１

項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ、第４号並びに同条第２項第３号ないし第６号に定

める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第１項第３号ヌに定

める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事

項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買

付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場

合をいいます。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を読売新聞に掲載します。ただし、公開買

付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する

内閣府令(平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法

により公表し、その後直ちに公告を行います。 
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公開買付説明書 
 

 

 

 

 

 

 

2020年11月 

 

株式会社読売新聞グループ本社 

（対象者：株式会社よみうりランド） 



 

 

 

公 開 買 付 説 明 書 

 

 本説明書により行う公開買付けは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みま

す。)第２章の２第１節の規定の適用を受けるものであり、本説明書は金融商品取引法第27条の９の規定

により作成されたものです。 

 

【届出者の氏名又は名称】 株式会社読売新聞グループ本社 

【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目７番１号 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目７番１号 

【電話番号】 (03)3242－1111 

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 村岡 彰敏 

 
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません 

 
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません 
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株式会社東京証券取引所 
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(注１)  本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、株式会社読売新聞グループ本社をいいます。 

(注２)  本書中の「対象者」とは、株式会社よみうりランドをいいます。 

(注３)  本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の

総和と必ずしも一致しません。 

(注４)  本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。 

(注５)  本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい

ます。 

(注６)  本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大

蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。 

(注７)  本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。 

(注８)  本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。 

(注９)  本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま

す。)第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。 

(注10) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日

数又は日時を指すものとします。 
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第１ 【公開買付要項】

１ 【対象者名】

株式会社よみうりランド

２ 【買付け等をする株券等の種類】

普通株式

３ 【買付け等の目的】

(1) 本公開買付けの概要

公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に

上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)1,250,803株(所有割合(注１)：16.27％)を直接

所有し、また、公開買付者の子会社及び関連会社を通じて対象者株式1,352,681株(所有割合：17.60％)を所有し、

これらを合算すると対象者株式2,603,484株(所有割合：33.87％)を所有する、対象者の主要株主である筆頭株主で

す。なお、公開買付者の完全子会社及び関連会社が所有する対象者株式の内訳としては、公開買付者の完全子会社

である株式会社読売巨人軍(以下「読売巨人軍」といいます。)が201,478株(所有割合：2.62％)、株式会社読売新聞

西部本社(以下「読売新聞西部本社」といいます。)が24,393株(所有割合：0.32％)、株式会社読売旅行(以下「読売

旅行」といいます。)が2,300株(所有割合：0.03％)及び株式会社読売エージェンシー(以下「読売エージェンシー」

といいます。)が300株(所有割合：0.00％)、公開買付者が直接又はその子会社を通じて2020年３月末日時点におい

て24.28％の議決権を所有する日本テレビホールディングス株式会社の完全子会社であり、公開買付者の関連会社で

ある日本テレビ放送網株式会社(以下「日本テレビ放送網」といいます。)が1,124,210株(所有割合：14.63％)と

なっております。この度、公開買付者は、2020年11月６日開催の取締役会において、対象者を公開買付者の完全子

会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、対象者株式の全て(ただし、公開買

付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を対象として、本公開買付けを実施するこ

とを決議いたしました。

(注１)　「所有割合」とは、対象者が2020年11月６日に公表した「2021年３月期第２四半期決算短信〔日本基

準〕(連結)」(以下「対象者第２四半期決算短信」といいます。)に記載された2020年９月30日現在の対

象者の発行済株式総数(8,352,202株)から対象者第２四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所

有する自己株式(666,324株)を控除した数(7,685,878株)に占める割合をいいます(なお、小数点以下第三

位を四捨五入しております。以下所有割合の記載について他の取扱いを定めない限り同じです。)。

公開買付者は、本公開買付けに関連して、対象者の第２位の株主である日本テレビ放送網との間で、2020年11月

６日付で公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結し、日本テレビ放送網は、本公開買付けにそ

の所有する対象者株式1,124,210株(所有割合：14.63％)の全てを応募することに合意しております。本応募契約の

詳細につきましては、下記「(6) 本公開買付けに関する重要な合意に関する事項」をご参照ください。なお、公開

買付者としては、公開買付者の完全子会社である読売巨人軍、読売新聞西部本社、読売旅行及び読売エージェン

シーも本公開買付けにその所有する対象者株式の全てを応募することを想定しており、これらの完全子会社と日本

テレビ放送網が所有する対象者株式を合算すると、1,352,681株(所有割合：17.60％)となります。

本公開買付けにおいて、公開買付者は、買付予定数の下限を3,873,097株(所有割合：50.39％)と設定しており、

本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限に満たない

場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、公開買付者は、本取引において対象者を完全子会社

化することを目的としておりますので、買付予定数の上限を設定しておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下

限以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。

なお、買付予定数の下限(3,873,097株)は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権

数の合計が対象者の議決権数(対象者第２四半期決算短信に記載された2020年９月30日現在の対象者の発行済株式総

数(8,352,202株)から同日現在の対象者が所有する自己株式(666,324株)を控除した株式数(7,685,878株)に係る議決

権の数である76,858個)の３分の２以上となるよう設定したものであります。
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また、本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象

者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、公開買付者は、下記「(4) 本公開買付け後の組

織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、本公開買付け終了後に、対象者に対し、公

開買付者が対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きま

す。)を取得し、対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の手続きを実施することを予定しております。

なお、2020年11月６日に対象者が公表した「株式会社読売新聞グループ本社による当社株式に対する公開買付け

に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象

者は、2020年11月６日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、

対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。また、対象者は、

2007年６月27日開催の対象者第83回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防

衛策)」(以下「本買収防衛策」といいます。)を導入し、継続しておりますが、本買収防衛策においては、本買収防

衛策の効力発生時点で既に株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第４項に定義される株券等保有割合をいいま

す。)又は株券等所有割合(金融商品取引法第27条の２第８項に定義される株券等所有割合をいいます。)が15％以上

となっていると対象者取締役会が認める者による大規模買付行為は、本買収防衛策の対象外とする旨定められてい

るところ、2020年11月６日開催の取締役会で、公開買付者は本買収防衛策の効力発生時点で対象者株式にかかる株

券等保有割合が15％以上となっていたことを認め、本買収防衛策の対象外であることを確認する旨の決議をしたと

のことです。また、対象者は、第三者からの買付け機会を確保して本取引の公正性に配慮するために、2020年11月

６日開催の取締役会において、本公開買付け(及び本公開買付けにおける買付け等の期間中に公開買付者以外の者に

より開始された対象者株式に対する公開買付け)における買付け等の期間(当該期間が延長された場合には延長され

た期間を含みます。)が終了するまでの間、本買収防衛策を停止するとともに、上記の公開買付けのいずれか(公開

買付者以外の者による対象者株式に対する公開買付けの場合は、公開買付け後の株券等所有割合が15％以上となる

ものに限ります。)が成立することを停止条件として、本買収防衛策を完全に廃止することを決議したとのことで

す。

上記対象者取締役会決議の詳細は、対象者プレスリリース及び下記「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至っ

た背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「②　対象者における意思決定の過程」

及び「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経

緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正

性を担保するための措置)」の「⑧　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない

監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

①　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

公開買付者は、1870年３月、合名会社日就社として設立され、東京で1874年11月に「読売新聞」を創刊し、

1917年12月に社名を合名会社日就社から合名会社読売新聞社に変更いたしました。関東大震災と第二次世界大戦

の空襲で二度にわたって社屋が焼失するなどの苦難の時期を経て、1952年11月に大阪で、1964年９月には九州

で、1975年３月には名古屋でそれぞれ新聞発行を開始するなど発行地域を拡大し、日本中に届けられる全国紙へ

と発展を遂げました。

1999年２月には経営難に陥っていた出版社の株式会社中央公論社(以下「中央公論社」といいます。)を救済す

るため、受け皿として用意した公開買付者の完全子会社である株式会社中央公論新社(以下「中央公論新社」とい

います。)が中央公論社の出版物の出版権、複製権などの営業上の諸権利や出版在庫などを含めた出版事業を譲り

受けました。さらに2002年７月には、グループ各社間で複雑化していた株式の持ち合い構成を整理して経営判断

の迅速化を図るため、グループ体制を持株会社制に移行いたしました。具体的には、株式会社読売新聞社(以下

「読売新聞社」といいます。)は公開買付者と株式会社読売新聞東京本社(以下「読売新聞東京本社」といいま

す。)に、読売新聞社の子会社だった株式会社よみうりは読売新聞西部本社と読売巨人軍に分割するなど再編し

て、公開買付者傘下に読売新聞東京本社、株式会社読売新聞大阪本社、読売新聞西部本社、読売巨人軍、中央公

論新社の基幹５社を配置して、効率的なグループ運営を可能とする体制を構築いたしました。
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本書提出日現在、公開買付者並びに子会社98社及び関連会社48社(以下、個別に又は総称して「読売新聞グルー

プ」といいます。)から構成される読売新聞グループは、日本 大の総合メディアグループであると自負してお

り、新聞の制作・発行事業に加えて、プロ野球の読売巨人軍、書籍・雑誌出版の中央公論新社、スポーツ新聞を

発行する株式会社報知新聞社(以下「報知新聞社」といいます。)、商業施設のマロニエゲート銀座や読売会館、

読売日本交響楽団、旅行事業を展開する読売旅行をはじめ、メディア、スポーツ、エンターテインメントからカ

ルチャーまで、全国規模で幅広い事業を展開しております。

メディアグループの 大の使命は、言論・表現の自由と国民の知る権利を守り、ひいてはこの国の民主主義を

擁護していくことです。それには外部からの様々な圧力を跳ねのけられるだけの経営の独立と安定が不可欠で

す。近年、読売新聞グループを取り巻く経営環境は、デジタル化社会の急速な拡大、少子・高齢化の進展などで

大きく変化しております。こうした構造変化の急速な波を新たな成長の好機ととらえ、攻めの変革によってグ

ループ経営基盤の一層の強化を図ることが、メディアとしての使命の遂行には欠かせません。

一方、対象者は、1949年９月、現川崎競馬場所在地に競馬場を建設し、自治体の財政再建の援助と、大衆の娯

楽のための施設を賃貸することを目的として、対象者の前身である株式会社川崎競馬倶楽部を「戦災復興」及び

「大衆に娯楽の提供を」との願いを込めて設立し、1950年５月に株式会社関東競馬倶楽部に商号変更、1950年８

月に東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。1950年11月に株式会社関東レース倶楽部に商号変更、1968

年１月に株式会社よみうりランドに商号変更し、現在に至ります。本書提出日現在、対象者及び子会社５社(以

下、総称して「対象者グループ」といいます。)から構成される対象者グループは、総合レジャー事業、不動産事

業、サポートサービス事業を営んでおります。その中でも、対象者グループの主力事業である総合レジャー事業

は、遊園地部門、公営競技部門、ゴルフ部門、販売部門から構成されております。

対象者グループの各事業はいずれも、創業以来お客様とともに成長・進化してきた各事業に関わる経験や専門

知識を有する人材、対象者が築き上げた信頼とそれに基づく取引先など様々なステークホルダーとの密接な関

係、及び事業の基盤となる保有不動産等の経営資源の上に成立しており、これらの経営資源は、それぞれ永年に

亘り培われたノウハウとブランドイメージを持ち、相互に機能することにより、さらなる価値を生み出している

と考えております。「顧客第一主義」を掲げ、「既存事業の売上げ堅持とローコスト化」、「所有地の 大限有

効活用」、「新規事業の積極開発と人材活用」の３つの改革を経営目標とし、収益及び資本効率の向上に努め、

企業価値を高めることにより、顧客や株主をはじめとする関係者各位の信頼と期待に応えることを経営の基本方

針としております。このような中、対象者は、2019年２月に「アート水族館」や宿泊施設の建設、京王よみうり

ランド駅の駅前整備に加え、大型コースター等のアトラクション拡大や「グッジョバ!!」の拡大リニューアル等

を核としたこれまでの遊園地の枠を超える「スーパー遊園地」構想を含む成長戦略を「飛躍」として策定・発表

いたしました。
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公開買付者と対象者は資本関係を有しておりますが、その経緯は以下のとおりです。公開買付者は、対象者が

遊園地の建設を決定して公募増資を行った1963年５月に新株827,000株を引き受けて資本参加いたしました(出資

比率(当時の対象者の発行済株式総数に占める合計所有株式数の割合をいい、当時の正確な自己株式数が把握でき

ないため、自己株式数を控除しない割合を記載しています。以下同じです。)：2.07％)。1967年４月には対象者

が株主割当１：0.5の比率で増資を行い、公開買付者はさらに413,500株を取得いたしました(合計所有株式数(当

該時点における公開買付者の対象者株式の所有株式数の合計をいいます。以下同じです。)：1,240,500株、出資

比率：2.07％)。その後、公開買付者は、1969年５月27日に300,000株(合計所有株式数：1,540,500株、出資比

率：2.57％、当時の資料が確認できないため譲渡人については複数か否かを含めて不明)、1969年12月19日に

300,000株(合計所有株式数：1,840,500株、出資比率：3.07％、当時の資料が確認できないため譲渡人については

複数か否かを含めて不明)、1970年10月17日に334,500株(合計所有株式数：2,175,000株、出資比率：3.63％、当

時の資料が確認できないため譲渡人については複数か否かを含めて不明)、1970年10月30日に741,000株(合計所有

株式数：2,916,000株、出資比率：4.86％、当時の資料が確認できないため譲渡人については複数か否かを含めて

不明)、1970年11月18日に400,000株(合計所有株式数：3,316,000株、出資比率：5.53％、当時の資料が確認でき

ないため譲渡人については複数か否かを含めて不明)、1970年12月31日に電鉄会社１社から674,000株(合計所有株

式数：3,990,000株、出資比率：6.65％)、1971年２月８日に250,000株(合計所有株式数：4,240,000株、出資比

率：7.07％、当時の資料が確認できないため譲渡人については複数か否かを含めて不明)を取得し、対象者の筆頭

株主となりました。そして、公開買付者は1980年12月、対象者が発行した転換社債を株式交換して277,078株(合

計所有株式数：4,517,078株、出資比率：6.80％)、1985年６月18日には、証券会社１社から2,000,000株(合計所

有株式数：6,517,078株、出資比率：9.14％)をそれぞれ取得いたしました。また、対象者は1988年５月、株主割

当１：0.1の割合で無償増資等を行い、1989年５月にも株主割当１：0.12で無償増資等を行ったことから、公開買

付者はそれぞれ651,707株(合計所有株式数：7,168,785株、出資比率：9.14％)、860,254株(合計所有株式数：

8,029,039株、出資比率：8.99％)を取得いたしました。その後も、公開買付者は対象者との関係を強化し、ま

た、対象者の安定株主の確保に資することを目的として、2000年９月18日に信託銀行１行から933,000株及び銀行

１行から600,000株の計1,533,000株(合計所有株式数：9,562,039株、出資比率：11.45％)、2005年７月26日に銀

行１行から1,991,000株(合計所有株式数：11,553,039株、出資比率：13.83％)、2006年８月８日に銀行１行から

955,000株(合計所有株式数：12,508,039株、出資比率：14.98％)を取得し、対象者の独立性を尊重しつつ、出資

比率を高めてまいりました。そして、対象者が、2017年10月に対象者株式10株を１株とする株式併合を行ったこ

とにより、公開買付者の合計所有株式数は1,250,803株(出資比率：14.98％、当時の自己株式控除後の発行済株式

総数に対する割合：16.27％)になりました。現在の公開買付者の所有割合は直接所有で16.27％、読売新聞グルー

プである読売巨人軍、読売新聞西部本社、読売旅行、読売エージェンシー及び日本テレビ放送網が所有する対象

者株式と合算して33.87％となっております。

読売新聞グループは対象者の大株主の立場ではありますが、株式取得当初から現在に至るまで、意思決定にお

いて制約を設けることなく、対象者独自の判断で経営を遂行するなど対象者の経営の独立性を十分に尊重すると

ともに、一方で、対象者が経営的な困難を抱えた際には、課題の解決に共に取り組んでまいりました。対象者の

減収減益基調に歯止めがかからず、経営安定策を模索していた2000年代初頭には、新聞社としても少子高齢化対

策を通じて社会福祉分野に貢献することを念頭に、対象者と協力して介護老人保健施設「よみうりランドケアセ

ンター」、特別養護老人ホーム「よみうりランド花ハウス」、長期療養型の高齢者専門病院「よみうりランド慶

友病院」を開設いたしました。

また、1985年には対象者の用地内に読売巨人軍の読売ジャイアンツ球場が完成し、現在も多くの若手選手がこ

こで鍛錬して１軍へ巣立っております。読売巨人軍の２軍はそれまで、東京都大田区の多摩川河川敷のグラウン

ドを練習場としておりましたが、大雨で川が増水すると使用できなくなるという問題があり、読売巨人軍からの

要請を受けて対象者が建設しました。対象者にとっては、２軍球場の完成によって読売新聞グループとの関係が

一層強化され、集客力の向上にもつながるとの期待を有しておりました。
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この２軍球場に加えて、現在、遊園地「よみうりランド」の隣接地の南山地区に、読売新聞東京本社、読売巨

人軍、対象者の３者が協力して、コロナ禍に伴う「ニューノーマル」(新常態)にふさわしい安全、安心、清潔な

新２軍球場(以下「新ファーム球場」といいます。)の建設を計画しております。読売ジャイアンツ球場と新

ファーム球場は、野球やスポーツ文化の一層の振興に広く貢献することを目的としており、加えて、東京都稲城

市や川崎市などの地元自治体の住民にも広く利用してもらい、市民の健康増進にも寄与する施設を目指しており

ます。

対象者は上記のとおり、2019年２月に発表した成長戦略「飛躍」に基づき、「スーパー遊園地」への変貌を計

画しておりますが、その途上で発生した新型コロナウイルスの世界規模の感染拡大は、業績に大きな影響を及ぼ

しております。コロナ禍が終息して経済が回復に向かう時期は、世界的に全く見通せない状況にあり、対象者が

厳しい経営環境から脱却するには相応の時間を要することが見込まれております。

また、消費者の間には、人が密集する場所に出向くことをなるべく避けるという慎重なマインドが浸透し、か

たや働き方に関しても、混雑する電車などでの出勤を避けて在宅勤務を選択する動きが広がっております。消費

者の心理や行動パターンはコロナ禍で一変しており、「ニューノーマル」時代のレジャー・エンターテインメン

ト施設の運営は、来場客の健康面の安全と収益確保の双方を重視した、新たな経営モデルへの転換を迫られてお

ります。

対象者は、コロナ禍の影響を克服するためコスト削減と業務の効率化を徹底されておりますが、経済活動の再

開は限定的であり、引き続き低水準の業績が推移することが予想されております。遊園地部門においては、新感

覚フラワーパーク「ＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩ」が2020年３月23日にオープンしたものの、行政からの休業要請を

受け、同年３月28日から同年５月31日まで休園を余儀なくされるなど、様々な制限のもとで営業を行っておりま

す。

対象者が将来にわたって成長軌道を維持していくには、業績回復の展望が開けない現下であっても、京王よみ

うりランド駅前開発、アート水族館建設などの大規模投資を先行的かつ積極的に行うことが必要です。しかし、

足許の業績悪化と経営の先行きへの不透明さを勘案して、成長戦略「飛躍」に掲げた投資計画は、今後スケ

ジュールを見直す必要性が生じる可能性もあるものと考えております。

こうした事業戦略に基づく投資施策は、長期的には対象者の企業価値向上に資するものであっても、短中期的

には事業戦略上必要とされる投資額の負担などにより、業績や財務状態の悪化につながるものが含まれる可能性

は否定できません。対象者が上場会社である以上、株主の皆様の利益のために足許の安定的な収益の確保に配慮

する必要がありますが、それが対象者の長期的な狙いに基づく投資施策の制約になっているものと認識しており

ます。コロナ禍で経営の先行きが見通せない状況の中、ニューノーマルに適応した経営モデルに転換していくに

は時間が必要であり、そのための事業戦略上必要な投資を実行していくことは、株主の皆様への期待に応えられ

ない状況を招くことになります。

従来から対象者は読売新聞グループの一員として、同じ読売新聞グループの読売旅行と、近県などから対象者

が運営する遊園地を主たる目的地とする日帰りバスツアーを運行するなど連携し、集客やＰＲ面で一定の効果を

引き出してまいりました。ただ、これまでの連携は限定的な範囲にとどまり、新たな収益の柱を共同で開発して

いくというような、本格的な協業関係には至っておりませんでした。

公開買付者としては、対象者とどのような形態で連携を強化すれば、グループ内のシナジー効果を 大化でき

るかという点が従前からの課題でした。このため資本構成のあり方については2019年10月上旬から検討・研究を

重ねてまいりました。

そうした中、読売新聞グループ各社と対象者は共に、上記のとおり、コロナ禍によるかつて経験したことのな

い経営環境の変化に直面しており、かかる経営環境において対象者を含む読売新聞グループ全体の企業価値を

大化するためには、後述する総合メディアグループとしての国内外への発信力や人材育成における強みを有し、

プロ野球、遊園地、競馬場、書籍・雑誌出版、旅行、健康・福祉関連施設など複数のレジャー・エンターテイン

メント事業を展開しており多様なファン層・顧客層を擁する読売新聞グループ各社の特徴を組み合わせてシナ

ジー効果を極大化し、強靭なグループ経営基盤を早急に構築することが不可欠です。具体的なシナジー効果は後

述しますが、連携強化を加速させることにより、対象者は健全なスポーツ・文化・エンターテインメント事業を

軸とする新たな収益の柱を、読売新聞グループ各社と共同で構築していくことが可能となると考えております。
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公開買付者は、対象者と上記の協業関係を構築するために、完全子会社化以外の方法も含め社内で検討を継続

しておりましたが、仮に対象者が上場を維持した場合には、公開買付者と対象者が独立した事業運営を行うため

に、それぞれの経営資源等の相互活用に際し、対象者の一般株主の利益をも考慮した慎重な検討を要することも

踏まえて、 終的には、2020年４月中旬、対象者を完全子会社化することが必要不可欠であるとの判断に至りま

した。つまり、完全子会社化により、公開買付者と対象者の一般株主の将来的な利益相反の可能性を回避し、事

業基盤、財政基盤等の経営資源の制限のない相互活用を可能にし、かつ、対象者を含む読売新聞グループの経営

戦略における意思決定の柔軟化・迅速化を図ることが、対象者と上記の協業関係を構築するために 適であると

判断いたしました。なお、非公開化に伴い一般的には従業員の士気の低下が懸念されますが、後述のとおり、従

業員の育成という点でも本取引によるシナジー効果を想定しており、むしろ対象者を含む読売新聞グループの従

業員においては本取引に伴う恩恵の方が大きいと判断しております。

そこで、公開買付者は、公開買付者及び対象者を含む読売新聞グループから独立したファイナンシャル・アド

バイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)を、リーガル・アドバイ

ザーとして長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ選任のうえ、2020年４月17日に対象者に対して、対象者を含

む読売新聞グループの企業価値向上のため本取引の実施に向けた協議を開始したい意向を伝えました。さらに、

公開買付者は、2020年６月５日に対象者に対して本取引に係る提案を行い、その後、対象者と本取引に向けた具

体的な協議・検討を開始いたしました。

これに対して、対象者プレスリリースによれば、対象者は、2020年４月17日に公開買付者を含む読売新聞グ

ループの企業価値向上のため本取引の実施に向けた協議を開始したい意向を伝えられ、同年６月５日に本取引に

係る提案を受けたとのことです。これを受けて、対象者は、同月中旬に対象者のリーガル・アドバイザーとして

シティユーワ法律事務所を、同年７月初旬に対象者のファイナンシャル・アドバイザーとして大和証券株式会社

(以下「大和証券」といいます。)を選任したとのことです。そして、対象者は、本取引の公正性を担保するた

め、シティユーワ法律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向

上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構

築を開始したとのことです。
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具体的には、対象者は、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた

めの措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「②　対象者における独立した特別委員会の設置及

び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、2020年６月中旬から対象者の独立社外取締役及び独立社外

監査役等から構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めたとのことです。その上で、2020年７月29日の臨

時取締役会における決議により、加藤奐氏(対象者独立社外取締役)、岡田明重氏(対象者独立社外監査役)及び但

木敬一氏(弁護士)の３名から構成される特別委員会(当該特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等

については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本

公開買付けの公正性を担保するための措置」の「②　対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会

からの答申書の取得」をご参照ください。)を設置し、特別委員会に対し、① (ａ)対象者の企業価値の向上に資

するか否かの観点から、本取引の是非について検討・判断するとともに、(ｂ)対象者の一般株主の皆様の利益の

確保の観点から、取引条件の妥当性及び手続きの公正性について検討・判断した上で、本公開買付けについて対

象者取締役会が賛同するべきか否か、及び、対象者の一般株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する

べきか否かを検討し、対象者取締役会に勧告を行うこと、並びに、②対象者取締役会における本取引についての

決定が、対象者の少数株主の皆様にとって不利益なものでないかについて検討し、対象者取締役会に意見を述べ

ること(以下、これらを総称して「本諮問事項」といいます。)を諮問し、これらの点についての答申を対象者に

提出することを委嘱したとのことです。また、特別委員会への諮問にあたり、対象者取締役会は、本公開買付け

に対する意見の表明にあたり、特別委員会による答申を 大限尊重するものとし、特別委員会が取締役会に対

し、本公開買付けに賛同すべきでない、株主に対する応募推奨をすべきでない旨の答申を行った場合には、対象

者取締役会は、これに従って、前者の場合は本公開買付けへの賛同意見の表明は行わないこと、後者の場合は株

主に対する応募推奨を行わないこととすることを決議するとともに、特別委員会に対し、必要に応じて取引条件

等について公開買付者と交渉を行う(対象者及びそのアドバイザーを通じた間接的な交渉を含みます。)こと、独

自に助言を受けるためのリーガル・アドバイザー及びファイナンシャル・アドバイザー又は第三者評価機関等の

外部専門家を選定すること、並びに対象者の役職員から本取引の検討及び判断に必要な情報を受領することにつ

いて権限を付与することを決議しているとのことです(当該取締役会における決議の方法については、下記「(3) 

本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担

保するための措置」の「②　対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」を

ご参照ください。)。なお、特別委員会は、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相

反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「②　対象者における独立した特別

委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、上記の権限に基づき、2020年７月29日、独

自のリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を、独自の第三者算定機関及びファイナンシャル・

アドバイザーとして株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス」といいます。)を選任する旨を

決定したとのことです。

また、対象者は、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措

置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「②　対象者における独立した特別委員会の設置及び特別

委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、特別委員会において、対象者の第三者算定機関及びファイナン

シャル・アドバイザーである大和証券及び対象者のリーガル・アドバイザーであるシティユーワ法律事務所につ

いて、その独立性及び専門性に問題がないことを確認の上、その選任の承認を受けているとのことです。

さらに、対象者は、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための

措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑦　対象者における独立した検討体制の構築」に記載

のとおり、公開買付者から独立した立場で、本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制(本取引に係る検

討、交渉及び判断に関与する対象者の役職員の範囲及びその職務を含みます。)を対象者の社内に構築するととも

に、かかる検討体制に独立性の観点から問題がないことについて特別委員会の承認を受けているとのことです。
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その上で、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを2020年８月上旬から

同年10月中旬まで実施するとともに、公開買付けにおける対象者株式１株当たりの買付け等の価格(以下「本公開

買付価格」といいます。)について、対象者に対して複数回提案を行いました。公開買付者は、2020年10月９日

に、本公開買付価格を5,200円とする 初の提案を行いましたが、本公開買付価格に対して、対象者から妥当な価

格に達していないとして提案内容の再検討を要請されました。その後、公開買付者は、対象者から提案内容の再

検討を要請されたことを踏まえ、同年10月16日に本公開買付価格を5,600円としたい旨、同年10月22日に本公開買

付価格を5,800円としたい旨、同年10月29日に本公開買付価格を6,000円としたい旨の提案を行いましたが、いず

れも対象者から妥当な価格に達していないとして提案内容の再検討を要請されました。公開買付者は、同年11月

３日に改めて本公開買付価格を6,000円としたいとの提案を行いましたが、対象者から妥当な価格に達していない

として、再提案の要請を受けたことを踏まえ、同年11月５日に本公開買付価格を6,050円とする旨の 終提案を行

うに至りました。公開買付者は、かかる提案と並行して、対象者及び特別委員会との間で、本取引の意義及び目

的、本取引によって創出が見込まれるシナジー効果、本取引後の経営体制・事業方針、本取引における諸条件等

についても、協議・検討を継続してまいりました。

その結果、公開買付者は対象者を公開買付者の完全子会社とすることで、両者にとってのシナジー効果が期待

でき、両者の企業価値向上に資すると判断し、2020年11月６日、対象者を公開買付者の完全子会社とすることが

良の選択であるとの結論に至りました。公開買付者と対象者の間でも、事業環境の変化に対応していくには完

全子会社化が 善の方策であるとの考えで一致したことから、公開買付者は、2020年11月６日開催の取締役会に

おいて、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決議いたしました。

なお、本取引による対象者を含む読売新聞グループとして想定される具体的なシナジー効果は以下のとおりで

あり、いずれも対象者を完全子会社化することにより、公開買付者と対象者の一般株主の将来的な利益相反の可

能性を回避し、事業基盤、財政基盤等の経営資源の制限のない相互活用を可能にし、かつ、対象者を含む読売新

聞グループの経営戦略における意思決定の柔軟化・迅速化を図ることによってその効果を 大化しうるものと考

えております。

Ⅰ. 読売新聞グループのスポーツ・文化・エンターテインメント事業の中核企業としての役割

対象者には、中長期的に読売新聞グループのレジャー・エンターテインメント事業の中核企業としての役割

を担ってもらう考えです。具体的には、グループ内の飲食・物販、スポーツ関連のビジネスを対象者に集約・

一元化して、対象者の遊園地、公営競技場運営、ゴルフ場と並ぶ「第４の収益の柱」に据えることで、読売新

聞グループ全体で戦略的に対象者の業容を拡大させてまいります。

例えば、南山地区に読売巨人軍の新ファーム球場が完成すれば、球場に併設される予定の飲食・物販などの

商業関連施設の運営は対象者が主体となり、読売巨人軍と読売新聞グループ各社が、商業・飲食テナントの選

定、グッズ販売のノウハウ提供、新ファーム球場でのイベントのＰＲ協力などを通じて運営を支えてまいりま

す。さらに東京ドームで行われる読売巨人軍の１軍の試合でも、今後は対象者に飲食やグッズの販売などの収

益事業を委託することを検討し、読売巨人軍に関連したビジネスの中核的パートナーとしての役割を強化して

まいります。

こうした商業施設などの運営ノウハウなどを対象者が広範に吸収・蓄積していくことで、飲食・物販・ス

ポーツ関連ビジネスを「第４の収益の柱」として着実に成長させ、ひいては公開買付者、対象者、日本テレビ

放送網の３者が一体となって、読売巨人軍を軸とする健全なスポーツ・文化・エンターテインメント事業のビ

ジネス拡大を図ってまいります。

Ⅱ. 読売新聞グループの総合力を活用した対象者のさらなる事業基盤の強化

対象者は公営競技に携わって70年、遊園地やゴルフ場運営に携わって50余年になるとのことですが、この

間、遊園地、ゴルフ場、公営競技場、温浴施設、健康・福祉関連施設など、広範なエンターテインメントサー

ビスを、子供からお年寄りまで全ての世代に提供してまいりました。さらに今後、対象者が成長戦略「飛躍」

を具体化することで、レジャー・エンターテインメント施設の新しい楽しみ方と新規顧客層の開拓に積極的に

取り組み、水族館の建設や京王よみうりランド駅前開発など、多額の予算と投資回収に長い時間を要する大型

プロジェクトを予定しております。
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こうした大規模な資金調達を柔軟かつ迅速に行えるよう、読売新聞グループは対象者の効率的な資金調達を

サポートします。完全子会社化によってグループ内融資制度(ＣＭＳ)を活用できるようになるなど今以上に柔

軟な資金調達が可能になり、財政基盤のさらなる安定化が期待できます。

また、東京都稲城市や川崎市には、遊園地、ゴルフ場、読売ジャイアンツ球場のほか、特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設、読売日本交響楽団の練習所など、読売新聞グループの施設が集積しており、読売新聞

グループ各社と対象者が連携して住民の利用を一段と促すことで、住みやすい街づくりに貢献してまいりま

す。

読売新聞グループとして、対象者の新たな来場客層の開拓にも連携して取り組みます。読売新聞グループの

報知新聞社は、2019年に対象者などが企画・実施したボーカロイドソフト「初音ミク」のコラボレーションイ

ベントで、特別号外を発行するなどして協力いたしました。サブカルチャーをはじめとする話題性のある新た

な切り口のイベントを読売新聞グループ各社と対象者が積極的に展開することで、従来からのよみうりランド

のファン層に加えて、新たな顧客層の掘り起こしと来場を促してまいります。

今後はデジタルトランスフォーメーションをグループ横断的に取り入れ、対象者とグループ各社の間で連携

が不十分だったマーケティングやデータ分析、顧客満足の向上策や新規ビジネスの企画・開発などの取り組み

を活性化して、対象者の現在の収益の柱である遊園地やゴルフ場などの事業でも収益力の強化を共同で進めて

まいります。

Ⅲ. 読売新聞グループの総合力を活用した対象者の情報発信力の強化

総合メディアグループの 大の強みである国内外への情報発信力を、対象者のブランド力強化と来場客向け

のプロモーションに活用し、競合施設との差別化と競争力アップを図ります。

具体的には、日本 大部数を発行する読売新聞(一般社団法人日本ＡＢＣ協会が発行する「新聞レポート」記

載の2020年８月の各紙朝刊発行部数に基づき、同月の読売新聞朝刊の発行部数は7,423,536部です。)、小学生

向けの「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞」、中学生・高校生向けの「読売中高生新聞」、英字紙「The Japan News」、

デジタル媒体の「読売新聞オンライン」、全国の新聞販売店網、さらにテレビ媒体の日本テレビ放送網と各地

の系列局なども交えた情報発信力を駆使して全国に対象者の情報を発信し、集客をサポートいたします。

Ⅳ. 人材育成の強化

対象者と読売新聞グループ各社の人材交流を活発化させて、今後、対象者の社員に読売新聞グループの人材

育成制度を積極的に提供いたします。例えば、対象者から読売新聞東京本社の各部局に出向し、そこから社内

の海外留学制度を使って欧米のレジャー・エンターテインメント施設や教育機関、企業などで研鑽を積むこと

が可能になります。事業連携を今後強化・拡大していく読売巨人軍とも、社員の相互交流を開始いたします。

②　対象者における意思決定の過程

対象者は、2020年11月６日開催の対象者取締役会において、シティユーワ法律事務所から受けた法的助言、大

和証券から受けた財務的見地からの助言並びに同月５日付で提出を受けた対象者株式の価値算定結果に関する株

式価値算定書(以下「対象者算定書」といいます。)及び買付け等の価格である１株当たり6,050円が対象者株式の

株主(公開買付者及びその関係会社を除きます。)にとって財務的見地から妥当である旨のフェアネス・オピニオ

ン(以下「本フェアネス・オピニオン(大和証券)」といいます。)の内容、並びに特別委員会がプルータスから提

出を受けた対象者株式の価値算定結果に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(プルータス)」といいま

す。)及び本公開買付価格である１株当たり6,050円が対象者の少数株主にとって財務的見地から公正である旨の

フェアネス・オピニオン(以下「本フェアネス・オピニオン(プルータス)」といいます。)の内容を踏まえつつ、

本答申書において示された特別委員会の判断内容を 大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が対象者の

企業価値の向上に資するか否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについ

て、慎重に協議・検討を行ったとのことです。

その結果、以下のとおり、対象者としても、公開買付者の完全子会社となることにより、シナジーの創出を見

込むことができ、対象者の企業価値の向上に資するとの結論に至ったとのことです。
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対象者は公営競技に携わって70年、遊園地やゴルフ場運営に携わって50余年になるとのことであり、この間、

「遊園地」「公営競技」「ゴルフ」を中心とした総合レジャー事業を行っており、子供からお年寄りまで全ての

世代に広範なエンターテインメントサービスを提供してきたとのことです。

対象者を取り巻く事業環境は、遊園地事業においては、人口減少や少子高齢化の進展に伴う若年層の減少、首

都圏における同業他社との間でのアトラクション等の設備投資や季節イベント企画等を通じた集客競争の激化、

余暇の過ごし方の多様化による他業種との競争の顕在化、また、公営競技事業においては娯楽やレジャーの多様

化、参加者の高齢化等による事業環境の悪化等が懸念されており、加えてゴルフ事業においても、少子高齢化及

び若年層のゴルフ離れによるプレー人口の減少など、近年、ますます厳しくなっているとのことです。また、

2020年２月以降の新型コロナウイルスの拡大に伴い、外出自粛による移動の減少や海外からの訪日顧客が減少し

たことに加え、対象者においても遊園地、温浴施設、キッズ施設の臨時休業、公営競技の無観客開催、ゴルフ場

の予約キャンセル及び臨時休業、競馬場に併設した商業施設の稼働率低下など、大きな影響を受けており、今後

は「ウィズコロナ」を前提に従来とは異なる新たな集客施設の在り方が求められるものと考えているとのことで

す。

対象者と読売新聞グループは上記「①　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過

程」に記載のとおり、基本的には相互に経営的に独立した運営主体として経営を行ってまいりました。読売巨人

軍との関係においても、これまでは1985年に完成した読売ジャイアンツ球場を賃貸しているほか、同社から建設

協力金の拠出を受けるといった関係に限られてきました。しかしながら、公開買付者としては、デジタル化社会

の拡大や少子高齢化などの経営環境の変化に対応するため、今後、強力なコンテンツである読売巨人軍を中心に

据え、足許で計画する新ファーム球場の建設をはじめとして、娯楽・エンターテインメント事業の拡大に注力

し、グループの収益力と競争力を一段と強化する方針の中で、読売巨人軍を主軸とする娯楽・エンターテインメ

ント事業の関連ビジネスを対象者に一元化することにより、新たな収益基盤の確立につなげることができると考

えております。

対象者としては、対象者を取り巻く事業環境の変化に対処しつつ、2019年２月に発表した成長戦略「飛躍」に

基づいた「スーパー遊園地」の実現や持続的発展可能性を高めてゆくためには、お客様にとって魅力的な遊園

地、ゴルフ場等の集客施設を作り上げていくことだけではなく、従来の延長線上での事業運営方針に拘ることな

く、「ウィズコロナ」を前提とした新たな事業及び収益源の創出、事業運営の効率化等を追求していくことが不

可欠と考えているとのことです。そのためには、総合レジャー事業における毎年継続した設備投資や京王よみう

りランド駅前開発を通じた周辺地域の魅力向上、読売巨人軍の新ファーム球場の開発・運営を通じた収益力の向

上等を実現する抜本的な改革が必要になってくるとのことです。その一方、これらの取り組みは、対象者の収益

の不確実性を高め、短期的な利益水準の低下、キャッシュ・フローの悪化、財務体質の悪化等を伴い得るもので

あるため、株価下落を招き、対象者株主の皆様にとって短期的には悪影響を被る可能性を否定できないものと考

えているとのことです。しかしながら、対象者が上場を維持し独立した事業運営を行い、対象者に少数株主が存

在している現在の状況では、対象者の少数株主の利益を図る必要性から、上記の抜本的な改革を行うには経営資

源の活用や機能集約、意思決定の柔軟性及びスピードなどにおいて一定の限界が存在すると認識しているとのこ

とです。対象者としては、短期的な株式市場からの評価に囚われず、かつ機動的な意思決定を可能にする経営体

制を構築し、経営の柔軟性を向上させ、公開買付者との間でシナジーを創出していくためには、対象者と公開買

付者の連携をさらに緊密にし、経営資源やノウハウの相互活用をより迅速に推進していくことが企業価値の向上

を実現する 良の選択肢であると考えているとのことです。

具体的には、対象者は、本取引が実行された場合には、以下のようなシナジーを実現することができるとの認

識に至ったとのことです。

Ⅰ. 読売新聞グループ各社との連携による新たな収益基盤の確立

読売新聞グループとして、グループの収益力と競争力を一段と強化するために、読売巨人軍を主軸とする娯

楽・エンターテインメント事業の関連ビジネスが対象者に一元化されることにより、新たな収益基盤の確立に

つながると考えているとのことです。
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一方、対象者は公営競技に携わって70年、遊園地やゴルフ場運営に携わって50余年になるとのことですが、

この間、総合レジャー事業を運営する中で、いかにお客様に楽しんでいただくかを常に考えながら行動するこ

とによって培われてきたイベント企画力及び集客施設の運営力が強みと考えているとのことです。しかしなが

ら、対象者自身が保有する有力なコンテンツがなかったために、外部との連携・協働を通じた展開にとどまっ

ていたとのことです。本取引を通じて上記のように読売新聞グループの傘下に名実ともに入りその一員となる

ことで、これまで以上に主体的・機動的なイベントの企画運営の実施、イベント内容の厚み・種類の拡充が図

られるものと考えているとのことです。また、イベントだけではなく、遊園地隣接地に建設予定の新ファーム

球場に併設される予定の飲食や物販などの商業施設について、その企画・運営を対象者が全面的に担うととも

に、読売新聞グループのグッズ販売ノウハウやイベントＰＲの面での協業を通じて商業施設に関する運営ノウ

ハウ等を蓄積することができると考えているとのことです。それらを通じ、今後さらなる拡大が見込まれる読

売巨人軍というスポーツコンテンツを軸とした娯楽・エンターテインメント事業の強化を図るとともに、新

ファーム球場を中心とした新たな集客施設に隣接する遊園地や現在の読売ジャイアンツ球場を含む周辺地域に

新たな人の流れを作り出し、より活力溢れるエリアとすることで、この地域を読売巨人軍のホームタウンとす

る「ジャイアンツタウン」構想の実現を通じてよみうりランドなど対象者が現在運営する各施設の集客力強化

につなげることができると考えているとのことです。

Ⅱ. 読売新聞グループのノウハウ、総合力の活用を通じた収益力の強化

新聞の制作・発行事業に加えて、プロ野球の読売巨人軍、書籍・雑誌出版の中央公論新社、スポーツ新聞を

発行する報知新聞社、商業施設のマロニエゲート銀座や読売会館、読売日本交響楽団、旅行事業を展開する読

売旅行をはじめ、メディア、スポーツ、エンターテインメントからカルチャーまで、全国規模で幅広い事業を

展開する総合メディアグループである読売新聞グループの傘下に名実ともに入ることによる発信力の強化によ

り、これまでリーチできていなかった顧客層へのアプローチが期待できることに加え、読売新聞グループとの

顧客ネットワークの共有と拡充及びその効果により、リピーター獲得に向けた顧客情報の整理・データベース

化、当該情報の活用に向けたグループノウハウの共有を通じた収益力の強化を図れると考えているとのことで

す。

Ⅲ. 読売新聞グループの資金力・信用力の活用

対象者はこれまで、「遊園地」「公営競技」「ゴルフ」を中心とした総合レジャー事業を行っており、子供

からお年寄りまで全ての世代に広範なエンターテインメントサービスを提供しております。さらに今後、成長

戦略「飛躍」に基づき新たな水族館建設や京王よみうりランド駅前の開発、宿泊施設の新設などを通じて

「スーパー遊園地」を実現し、お客様にとって魅力的なレジャー・エンターテインメントを提供していくこと

を予定しているとのことです。こうした施策を推進していくための戦略的な設備投資についてグループファイ

ナンスや読売新聞グループの信用力を活用した資金調達など、大規模かつ機動的な設備投資の実施を実現でき

ると考えているとのことです。

上記のシナジー効果の発現を 大化させるためには、対象者が読売新聞グループの完全子会社となることによ

り、迅速かつ柔軟な意思決定を行う体制を構築し、上記の期待されるシナジーを早期に発現させるための緊密な

連携や構造改革等の実施を容易にする必要があると考え、それらを実現する方法として、対象者が読売新聞グ

ループの完全子会社となることが、対象者の中長期的な企業価値の向上に向けた 善の選択であるとの結論に、

11月初旬に至ったとのことです。以上より、対象者は、2020年11月６日開催の取締役会において、本公開買付け

に賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を

したとのことです。
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③　本公開買付け後の経営方針

公開買付者は、対象者を傘下の６社目の基幹会社と位置付けてまいります。本書提出日現在において、対象者

役員は11名の取締役及び３名の監査役で構成されており、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための

措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、対象

者の取締役のうち、公開買付者及び公開買付者と本応募契約を締結している日本テレビ放送網の役員を現在兼務

している者が３名(山口寿一氏、村岡彰敏氏及び杉山美邦氏)、公開買付者の役員の地位を過去に有していた者が

１名(溝口烈氏)、公開買付者の顧問の地位を過去に有していた者が１名(越村好晃氏)、公開買付者の従業員の地

位を過去に有していた者が１名(斎藤孝光氏)、公開買付者の関連会社の従業員の地位を過去に有していた者が１

名(菊池剛太氏)おりますが、公開買付者としては、本取引後の対象者の経営体制について、現時点で具体的な変

更を予定しておりません。併せて現時点では、対象者の完全子会社化以降も社名変更は予定しておらず、さら

に、対象者の社員の雇用、事業部門、保有資産などは現行の体制を維持することを予定しております。

対象者が川崎市と千葉県船橋市の２か所で運営している公営競馬場についても、公営競馬の収益分配金が地元

自治体の財政に貢献していることなどを踏まえ、今後も保有を継続してまいります。

(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担

保するための措置

対象者は、本書提出日現在において公開買付者の子会社ではありませんが、公開買付者が対象者を関連会社とし

ていること、対象者の取締役11名のうち、公開買付者及び公開買付者と本応募契約を締結している日本テレビ放送

網の役員を現在兼務している者が３名（杉山美邦氏、山口寿一氏及び村岡彰敏氏）、公開買付者の役員の地位を過

去に有していた者が１名（溝口烈氏）、公開買付者の顧問の地位を過去に有していた者が１名（越村好晃氏）、公

開買付者の従業員の地位を過去に有していた者が１名（斎藤孝光氏）、公開買付者の関連会社の従業員の地位を過

去に有していた者が１名（菊池剛太氏）いること、及び対象者の監査役３名のうち公開買付者の子会社の従業員と

しての地位を有している者が１名（塚田信由紀氏）いること等を考慮し、公開買付者及び対象者は、買付け等の価

格の公正性を担保し利益相反を回避する観点から、以下の措置を実施しております。なお、以下の記載のうち、対

象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。

なお、買付予定数の下限(3,873,097株)は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権

数の合計が対象者の議決権数(対象者第２四半期決算短信に記載された2020年９月30日現在の対象者の発行済株式総

数(8,352,202株)から同日現在の対象者が所有する自己株式(666,324株)を控除した株式数(7,685,878株)に係る議決

権の数である76,858個)の３分の２以上となるよう設定しております。公開買付者は、上記「(1) 本公開買付けの概

要」に記載のとおり、本書提出日現在、直接又は子会社及び関連会社を通じて対象者株式2,603,484株(所有割合：

33.87％)をすでに所有しているため、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority of minority)の

応募を本公開買付けの成立の条件とすると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応

募することを希望する一般株主の利益に資さない可能性もあると考え、かかる条件は設定しておりませんが(注

１)、公開買付者は、公開買付者及び対象者において以下の措置を実施していることから、対象者の一般株主の利益

には十分な配慮がなされていると考えております。

(注１)　買付予定数の下限(3,873,097株)は、対象者第２四半期決算短信に記載された2020年９月30日現在の対象

者の発行済株式総数(8,352,202株)から同日現在の対象者が所有する自己株式数(666,324株)並びに公開

買付者及びその子会社及び関連会社が所有する株式数(2,603,484株。日本テレビ放送網の応募合意株式

数を含みます。)を控除した株式数(5,082,394株)の過半数に相当する株式数(2,541,198株)に、公開買付

者の子会社及び関連会社が所有する株式数(1,352,681株。日本テレビ放送網の応募合意株式数を含みま

す。)を加算した株式数(3,893,879株)を下回るため、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」

(majority of minority)の応募は本公開買付けの成立の条件としないと整理しております。

①　公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

②　対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得

③　特別委員会における独立した法律事務所からの助言

④　特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得

⑤　対象者における独立した法律事務所からの助言

⑥　対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
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⑦　対象者における独立した検討体制の構築

⑧　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意

見

⑨　他の買付者からの買付機会等を確保するための措置

⑩　対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置

以上の詳細については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付

け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための

措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。

(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

公開買付者は、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいて公開買付者が対象者株

式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できな

かった場合には、本公開買付け成立後、以下の方法により、対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象

者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)の取得を目的とした手続きを実施することを予定しておりま

す。

①　株式売渡請求

本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90％

以上となり、公開買付者が会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第１

項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第２編第２章第４節

の２の規定に基づき、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員に対し、その所有する対象者株

式の全部を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」といいます。)する予定です。株式売渡請求においては、

対象者株式１株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の株主(公開買付者及び対象者を除き

ます。)に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象者に

対して株式売渡請求の承認を求めます。対象者が取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合には、関係

法令の定める手続きに従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、株式売渡請求におい

て定めた取得日をもって、対象者の株主全員(公開買付者及び対象者を除きます。)からその所有する対象者株式

の全部を取得いたします。そして、当該各株主の所有していた対象者株式１株当たりの対価として、公開買付者

は、当該各株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。対象者プレスリリースによれば、対

象者は、公開買付者より株式売渡請求をしようとする旨及び会社法第179条の２第１項各号の事項について通知を

受けた場合には、対象者取締役会にてかかる株式売渡請求を承認する予定とのことです。株式売渡請求がなされ

た場合、会社法第179条の８その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主は、裁判所に対して、その有する対

象者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができます。

②　株式併合

他方で、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の

数の90％未満である場合には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、対象者に対し、会社法第

180条に基づき対象者株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を行うこと及び株式併合の効力発生を条件とし

て単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」

といいます。)を開催することを要請する予定です。なお、公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本

臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接

する日(本書提出日現在においては、2021年１月上旬を予定しております。)が本臨時株主総会の基準日となるよ

うに、対象者に対して本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に基準日設

定公告を行うことを要請する予定です。また、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は2021年２

月中旬又は下旬を予定しております。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定

です。
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本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、株式併合がその効力を生ずる

日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた株式併合の割合に応じた数の対象者

株式を所有することとなります。株式併合をすることにより株式の数に１株に満たない端株が生じるときは、対

象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続きに従い、当該端数の合計数(合計した数に

１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対

象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に

相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主に交

付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよ

う設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。また、対象者

株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが対象者株式の全て(対象者が所有す

る自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(公開買付者

及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が１株に満たない端数となるように決定される予定です。

株式併合がなされた場合であって、株式併合をすることにより株式の数に１株に満たない端数が生じるとき

は、会社法第182条の４及び第182条の５その他の関連法令の定めに従い、対象者の株主は、対象者に対し、自己

の所有する株式のうち１株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができ

る旨及び裁判所に対して対象者株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められておりま

す。

なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありませ

ん。

上記①及び②の各手続きについては、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況によっては、実

施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けが成

立した場合には、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主に対しては、 終的に金銭を交付する方法が採用

される予定であり、その場合に当該対象者の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象

者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。もっとも、株式売渡

請求に関する売買価格の決定の申立て又は株式併合についての株式買取請求に関する価格の決定の申立てがなさ

れた場合において、対象者株式の売買価格又は株式買取請求に関する価格は、 終的に裁判所が判断することに

なります。

以上の各場合における具体的な手続き及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者

が速やかに公表する予定です。

なお、本公開買付けへの応募又は上記の各手続きにおける税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様が

自らの責任にて税務専門家にご確認ください。

(5) 上場廃止となる見込み及びその事由

対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、公開買付者は、本公開買

付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める

上場廃止基準に従って、対象者株式は、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買

付けの成立時点では当該上場廃止基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後に、上記「(4) 本公開買付

け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の各手続きを実行することとなった場合に

は、上場廃止基準に該当し、対象者株式は、所定の手続きを経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対

象者株式を東京証券取引所において取引することができなくなります。

(6) 本公開買付けに関する重要な合意に関する事項

上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、公開買付者は、2020年11月６日付で、日本テレビ放送網と

の間で本応募契約を締結し、日本テレビ放送網が所有する対象者株式1,124,210株(所有割合：14.63％)の全てを

応募することに合意しております。
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買付け等の期間 2020年11月９日(月曜日)から2020年12月21日(月曜日)まで(30営業日)

公告日 2020年11月９日(月曜日)

公告掲載新聞名
電子公告を行い、その旨を読売新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

本応募契約では、日本テレビ放送網が本公開買付けに応募する前提条件として、大要、①対象者取締役会にお

いて、出席取締役の全員(ただし、特別利害関係人に該当する又は該当する可能性があると判断される者を除きま

す。)の一致により、本公開買付けに賛同し、対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を勧める旨の決議がな

されており、その旨が対象者の意見表明報告書において公表されており、かつ、かかる賛同の意見表明が撤回又

は変更されていないこと、及び②司法・行政機関その他の権限ある機関において本公開買付けを制限又は禁止す

ることを求める申立て、訴訟又は手続きが存在せず、かつ、本公開買付け又は日本テレビ放送網による本公開買

付けへの応募を制限又は禁止する法令又は司法・行政機関その他の権限ある機関による命令、処分もしくは判決

が存在しないことが規定されております。ただし、上記前提条件の一部又は全部が充足されない場合において

も、日本テレビ放送網の任意の裁量により当該前提条件を放棄し、本公開買付けに応募することは制限されてお

りません。

また、本応募契約において、公開買付期間の末日までに、①公開買付者及び日本テレビ放送網以外の者により

対象者株式を対象とする公開買付けが開始され、当該公開買付けの買付価格が本公開買付価格よりも高い場合、

又は②公開買付者及び日本テレビ放送網以外の者により日本テレビ放送網に対して、日本テレビ放送網が所有す

る対象者株式の全部もしくは一部を買い付ける取引に係る法的拘束力のある提案がなされ、当該取引における買

付価格が本公開買付価格よりも高い場合には、日本テレビ放送網は、本公開買付けに応募せず、又は本公開買付

けへの応募の結果成立した応募対象株式の買付け等に係る契約を解除することができるものとされております。

なお、公開買付者としては、公開買付者の完全子会社である読売巨人軍、読売新聞西部本社、読売旅行及び読

売エージェンシーも本公開買付けにその所有する対象者株式の全てを応募することを想定しており、これらの完

全子会社と日本テレビ放送網が所有する対象者株式を合算すると、1,352,681株(所有割合：17.60％)となりま

す。

４ 【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

(1) 【買付け等の期間】

① 【届出当初の期間】

② 【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

該当事項はありません。

③ 【期間延長の確認連絡先】

該当事項はありません。
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市場株価平均法 ： 3,827円～4,910円
ＤＣＦ法 ： 4,146円～6,223円

株券 １株につき金6,050円

新株予約権証券 ―

新株予約権付社債券 ―

株券等信託受益証券
(　　　　　　)

―

株券等預託証券
(　　　　　　)

―

算定の基礎

公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決
定するにあたり、公開買付者及び対象者を含む読売新聞グループから独立した第
三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に対し
て、対象者の株式価値の算定を依頼いたしました。なお、野村證券は、公開買付
者及び対象者を含む読売新聞グループの関連当事者には該当せず、本公開買付け
に関して、重要な利害関係を有しておりません。

野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者株式が東
京証券取引所市場第一部に上場していることから市場株価平均法を、将来の事業
活動の状況を算定に反映するためにディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法
(以下「ＤＣＦ法」といいます。)を用いて対象者株式の株式価値の算定を行い、
公開買付者は2020年11月５日付で野村證券から株式価値算定書(以下「公開買付者
株式価値算定書」といいます。)を取得いたしました。なお、公開買付者は野村證
券から本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得し
ておりません。
野村證券による対象者株式の１株当たりの株式価値の算定結果は以下のとおり

です。

市場株価平均法では、2020年11月５日を基準日として、東京証券取引所市場第
一部における対象者株式の基準日終値4,910円、直近５営業日の終値単純平均値
4,572円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じで
す。)、直近１ヶ月間の終値単純平均値4,366円、直近３ヶ月間の終値単純平均値
4,081円、及び直近６ヶ月間の終値単純平均値3,827円を基に対象者株式の１株当
たりの株式価値の範囲を3,827円から4,910円までと算定しております。
ＤＣＦ法では、対象者の2021年３月期から2029年３月期までの９期分の事業計

画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、
2021年３月期第２四半期以降に対象者が将来創出すると見込まれるフリー・
キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値
や株式価値を算定し、対象者株式の１株当たりの株式価値の範囲を4,146円から
6,223円までと算定しております。なお、野村證券がＤＣＦ法に用いた対象者の
2021年３月期から2029年３月期までの事業計画においては、大幅な増減益を見込
んでいる事業年度が含まれております。具体的には、新型コロナウイルスの拡大
に伴い、対象者においても遊園地、温浴施設、キッズ施設の臨時休業、公営競技
の無観客開催、ゴルフ場の予約キャンセル及び臨時休業、競馬場に併設した商業
施設の稼働率低下など影響により、2021年３月期においては、連結売上高18,900
百万円(対前年比15.0％減)、連結営業利益1,100百万円(対前年比64.8％減)となっ
ております。また、2022年３月期以降は新型コロナウイルスの影響が残りつつ
も、感染拡大はピークアウトを迎え、人の移動制限緩和や事業活動も段階を踏ん
で正常化に向かうとの想定の下、既存アトラクションの拡大リニューアルを推進
することで、2022年３月期は連結売上高23,566百万円(対前年比24.7％増)、連結
営業利益は2,081百万円(対前年比89.2％増)、2023年３月期はイベント拡大等によ
る来場者数の増加を見込み、連結売上高25,391百万円(対前年比7.7％増)、連結営
業利益3,787百万円(対前年比82.0％増)を見込んでおります。また、本取引の実行
により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において収益
に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、反映しておりません。
公開買付者は、野村證券から取得した公開買付者株式価値算定書記載の各手法

の算定結果を参考にし、対象者に対して2020年８月上旬から同年10月中旬まで実
施したデュー・ディリジェンスの結果、対象者取締役会による本公開買付けへの
賛同の可否、対象者株式の市場株価の動向、過去の発行者以外の者による完全子
会社化を目的とした株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際
に付与されたプレミアムの実例、及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を
総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、 終的に2020
年11月６日開催の取締役会の決議により、本公開買付価格を１株当たり6,050円と
決定いたしました。

(2) 【買付け等の価格】
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市場株価平均法 ： 3,827円～4,910円
ＤＣＦ法 ： 4,146円～6,223円

なお、本公開買付価格である１株当たり6,050円は、本公開買付けの公表日の前
営業日である2020年11月５日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の
終値4,910円に対して23.22％(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの
計算において同じです。)、過去５営業日(2020年10月29日から2020年11月５日ま
で)の終値単純平均値4,572円に対して32.33％、過去１ヶ月間(2020年10月６日か
ら2020年11月５日まで)の終値単純平均値4,366円に対して38.57％、過去３ヶ月間
(2020年８月６日から2020年11月５日まで)の終値単純平均値4,081円に対して
48.25％、過去６ヶ月間(2020年５月７日から2020年11月５日まで)の終値単純平均
値3,827円に対して58.09％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。
また、本公開買付価格である１株当たり6,050円は、本書提出日の前営業日であ

る2020年11月６日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値4,800円
に対して26.04％のプレミアムを加えた金額となります。

算定の経緯

(本公開買付価格の決定に至る経緯)
公開買付者は、公開買付者及び対象者を含む読売新聞グループから独立した

ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガ
ル・アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ選任のうえ、
2020年４月17日に対象者に対して、対象者を含む読売新聞グループの企業価値向
上のため本取引の実施に向けた協議を開始したい意向を伝えました。さらに、公
開買付者は、2020年６月５日に対象者に対して本取引に係る提案を行い、その
後、対象者と本取引に向けた具体的な協議・検討を開始いたしました。
その上で、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリ

ジェンスを2020年８月上旬から同年10月中旬まで実施するとともに、本公開買付
価格について、対象者に対して複数回提案を行いました。公開買付者は、2020年
10月９日に本公開買付価格を5,200円とする 初の提案を行いましたが、本公開買
付価格に対して、対象者から妥当な価格に達していないとして提案内容の再検討
を要請されました。その後、公開買付者は、対象者から提案内容の再検討を要請
されたことを踏まえ、同年10月16日に本公開買付価格を5,600円としたい旨、同年
10月22日に本公開買付価格を5,800円としたい旨、同年10月29日に本公開買付価格
を6,000円としたい旨の提案を行いましたが、いずれも対象者から妥当な価格に達
していないとして提案内容の再検討を要請されました。公開買付者は、同年11月
３日に改めて本公開買付価格を6,000円としたいとの提案を行いましたが、対象者
から妥当な価格に達していないとして、再提案の要請を受けたことを踏まえ、同
年11月５日に本公開買付価格を6,050円とする旨の 終提案を行うに至りました。
公開買付者は、かかる提案と並行して、対象者及び特別委員会との間で、本取引
の意義及び目的、本取引によって創出が見込まれるシナジー効果、本取引後の経
営体制・事業方針、本取引における諸条件等についても、協議・検討を継続して
まいりました。
その結果、公開買付者は対象者を公開買付者の完全子会社とすることで、両者

にとってのシナジー効果が期待でき、両者の企業価値向上に資すると判断し、
2020年11月６日、対象者を公開買付者の完全子会社とすることが 良の選択であ
るとの結論に至りました。公開買付者と対象者の間でも、事業環境の変化に対応
していくには完全子会社化が 善の方策であるとの考えで一致したことから、公
開買付者は、2020年11月６日開催の取締役会において、本取引の一環として本公
開買付けを実施することを決議いたしました。

①  第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を

決定するにあたり、公開買付者及び対象者を含む読売新聞グループから独立し
た第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に
対して、対象者の株式価値の算定を依頼し、2020年11月５日付で対象者の株式
価値の算定結果に関する公開買付者株式価値算定書を取得いたしました(注
１)。
なお、野村證券は、公開買付者及び対象者を含む読売新聞グループの関連当

事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりませ
ん。また、公開買付者は野村證券から本公開買付価格の妥当性に関する意見
(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。

②  当該意見の概要
野村證券は、市場株価平均法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者株式の株

式価値の算定を行っており、各手法に基づいて算定された対象者株式の１株当
たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
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③  当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った理由
公開買付者は、野村證券から取得した公開買付者株式価値算定書記載の各手

法の算定結果を参考にし、対象者に対して実施したデュー・ディリジェンスの
結果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場
株価の動向、過去の発行者以外の者による完全子会社化を目的とした株券等の
公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの
実例、及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、
対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、 終的に2020年11月６日開催の取締
役会の決議により、本公開買付価格を１株当たり6,050円と決定いたしました。
なお、当該金額は上記「②　当該意見の概要」に記載の公開買付者株式価値算
定書における算定株式価値の範囲内です。

(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措
置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
対象者は、本書提出日現在において公開買付者の子会社ではありませんが、公

開買付者が対象者を関連会社としていること、対象者の取締役11名のうち、公開
買付者及び公開買付者と本応募契約を締結している日本テレビ放送網の役員を現
在兼務している者が３名(杉山美邦氏、山口寿一氏及び村岡彰敏氏)、公開買付者
の役員の地位を過去に有していた者が１名(溝口烈氏)、公開買付者の顧問の地位
を過去に有していた者が１名(越村好晃氏)、公開買付者の従業員の地位を過去に
有していた者が１名(斎藤孝光氏)、公開買付者の関連会社の従業員の地位を過去
に有していた者が１名(菊池剛太氏)いること、及び対象者の監査役３名のうち公
開買付者の子会社の従業員としての地位を有している者が１名(塚田信由紀氏)い
ること等を考慮し、公開買付者及び対象者は、買付け等の価格の公正性を担保し
利益相反を回避する観点から、以下の措置を実施しております。なお、以下の記
載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基
づくものです。
なお、買付予定数の下限(3,873,097株)は、本公開買付けが成立した場合に公開

買付者が所有する対象者の議決権数の合計が対象者の議決権数(対象者第２四半期
決算短信に記載された2020年９月30日現在の対象者の発行済株式総数(8,352,202
株)から同日現在の対象者が所有する自己株式(666,324株)を控除した株式数
(7,685,878株)に係る議決権の数である76,858個)の３分の２以上となるよう設定
しております。公開買付者は、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとお
り、本書提出日現在、直接又は子会社及び関連会社を通じて対象者株式2,603,484
株(所有割合：33.87％)をすでに所有しているため、いわゆる「マジョリティ・オ
ブ・マイノリティ」(majority of minority)の応募を本公開買付けの成立の条件
とすると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応
募することを希望する一般株主の利益に資さない可能性もあると考え、かかる条
件は設定しておりませんが、公開買付者は、公開買付者及び対象者において以下
の措置を実施していることから、対象者の一般株主の利益には十分な配慮がなさ
れていると考えております。

①　公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者

を含む読売新聞グループから独立した第三者算定機関としてのファイナンシャ
ル・アドバイザーである野村證券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼
し、2020年11月５日付で対象者の株式価値の算定結果に関する公開買付者株式
価値算定書を取得いたしました。公開買付者が野村證券から取得した対象者の
株式価値の算定結果に関する公開買付者株式価値算定書の詳細については、上
記「算定の基礎」をご参照ください。
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②  対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取
得

(ⅰ) 設置等の経緯
対象者プレスリリースによれば、上記「３　買付け等の目的」の「(2) 本

公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並び
に本公開買付け後の経営方針」の「①　本公開買付けの実施を決定するに
至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、対象者は、2020年
７月29日に開催された臨時取締役会における決議により、特別委員会を設置
いたしましたが、かかる特別委員会の設置に先立ち、対象者は、2020年６月
中旬から、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対
象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び
判断を行うための体制を構築するため、シティユーワ法律事務所の助言も得
つつ、対象者の独立社外取締役及び独立社外監査役に対して、2020年６月５
日に公開買付者から本取引に係る提案を受けた旨、本取引に係る検討・交渉
等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引
条件の公正さを担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を個別に
説明したとのことです。また、対象者は、並行して、シティユーワ法律事務
所の助言を得つつ、特別委員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役
及び独立社外監査役等の独立性及び適格性等についても確認を行ったとのこ
とです。その上で、対象者は、公開買付者からの独立性を有すること、及び
本取引の成否に関して一般株主の皆様とは異なる重要な利害関係を有してい
ないことを確認した上で、対象者の独立社外取締役及び独立社外監査役と協
議し、また、シティユーワ法律事務所の助言を得て、電鉄会社の代表取締役
社長及び相談役等の経歴を通じて培った経営に関する豊富な経験、知見を有
する加藤奐氏(対象者独立社外取締役)、銀行の取締役頭取、取締役会長及び
顧問等の経歴を通じて培った経営及び経済取引に関する豊富な経験及び知見
を有する岡田明重氏(対象者社外監査役)並びに長年にわたり、検事総長を始
めとする検察庁及び法務省の要職に就き、また法律事務所の客員弁護士とし
ても法律実務に携わり、その経歴を通じて培った法律専門家としての豊富な
経験及び知見を有する但木敬一氏(弁護士)の３名を特別委員会の委員の候補
として選定したとのことです(なお、特別委員会の委員長には但木敬一氏が
就任しており、特別委員会の委員は設置当初から変更していないとのことで
す。)。
その上で、対象者は、上記「３　買付け等の目的」の「(2) 本公開買付け

の実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買
付け後の経営方針」の「①　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、
目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2020年７月29日の臨時取締役会
における決議により特別委員会を設置するとともに、特別委員会に対し、本
諮問事項を諮問し、これらの点についての答申を対象者に提出することを委
嘱したとのことです。また、特別委員会への諮問にあたり、対象者取締役会
は、本公開買付けに対する意見の表明にあたり、特別委員会による答申を
大限尊重するものとし、特別委員会が取締役会に対し、本公開買付けに賛同
すべきでない、株主に対する応募推奨をすべきでない旨の答申を行った場合
には、対象者取締役会は、これに従って、前者の場合は本公開買付けへの賛
同意見の表明は行わないこと、後者の場合は株主に対する応募推奨を行わな
いこととすることを決議するとともに、特別委員会に対し、必要に応じて取
引条件等について公開買付者と交渉を行う(対象者及びそのアドバイザーを
通じた間接的な交渉を含みます。)こと、独自に助言を受けるためのリーガ
ル・アドバイザー及びファイナンシャル・アドバイザー又は第三者評価機関
等の外部専門家を選定すること、並びに対象者の役職員から本取引の検討及
び判断に必要な情報を受領することについて権限を付与することを決議して
いるとのことです。
上記の対象者取締役会においては、対象者の取締役11名のうち、杉山美邦

氏、山口寿一氏及び村岡彰敏氏は公開買付者の取締役としての地位を有して
おり、また、溝口烈氏、越村好晃氏及び斎藤孝光氏は公開買付者の出身者で
あるとともに菊池剛太氏は公開買付者の関連会社の出身者であるため、利益
相反の可能性を排除する観点から、まず、(ⅰ)杉山美邦氏、山口寿一氏、村
岡彰敏氏、溝口烈氏、越村好晃氏、菊池剛太氏及び斎藤孝光氏を除く４名の
取締役において審議の上、全員一致により上記の決議を行い、さらに、取締
役会の定足数を確保する観点から、(ⅱ)越村好晃氏、菊池剛太氏及び斎藤孝
光氏を加えた７名の取締役において改めて審議の上、決議に参加した取締役
全員の賛成により上記の決議を行うという二段階の手続きを経ているとのこ
とです。また、上記の取締役会に出席した監査役(監査役３名中、出席監査
役２名(うち社外監査役２名))の全員が上記決議につき異議はない旨の意見
を述べているとのことです。
なお、対象者の監査役である塚田信由紀氏は、公開買付者の子会社の従業

員としての地位を有しており、利益相反の可能性を排除する観点から、上記
の取締役会の審議には一切参加しておらず、上記の取締役会の決議に際して
意見を述べることを差し控えているとのことです。
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また、対象者の取締役のうち、杉山美邦氏、山口寿一氏、村岡彰敏氏及び
溝口烈氏の４名は、利益相反防止の観点から、上記取締役会を含む本取引に
係る取締役会の審議及び決議には参加しておらず、かつ、対象者の立場で本
取引の協議及び交渉に参加していないとのことです。そして、越村好晃氏、
菊池剛太氏及び斎藤孝光氏は、上記のとおり、対象者取締役会において、定
足数を確保する観点から二段階目の決議に参加しておりますが、これを除
き、対象者の立場において、本取引に係る検討並びに公開買付者との協議及
び交渉に参加していないとのことです。
なお、特別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容

にかかわらず、出席１回に当たり定額の報酬を支払うものとされているとの
ことです。

(ⅱ) 検討の経緯
特別委員会は、2020年７月29日より同年11月６日までの間に合計11回(合

計約19時間)開催されたほか、各会日間においても必要に応じて都度電子
メールを通じて報告・情報共有、審議及び意思決定等を行うなどして、本諮
問事項に係る職務を遂行したとのことです。具体的には、特別委員会は、ま
ず、複数のリーガル・アドバイザー並びにファイナンシャル・アドバイザー
及び第三者算定機関の候補者の独立性及び専門性・実績等を検討の上、2020
年７月29日、公開買付者及び対象者から独立した独自のリーガル・アドバイ
ザーとして森・濱田松本法律事務所を、公開買付者及び対象者から独立した
独自のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてプルータ
スを選任する旨の決定をしたとのことです。特別委員会は、森・濱田松本法
律事務所及びプルータスが本取引における独立性に疑義を生じさせるような
事情は存在しないことを確認しているとのことです。
また、特別委員会は、対象者のファイナンシャル・アドバイザー及び第三

者算定機関である大和証券並びに対象者のリーガル・アドバイザーであるシ
ティユーワ法律事務所について、その独立性及び専門性に問題がないことを
確認の上、その選任を承認しているとのことです。
さらに、特別委員会は、対象者が社内に構築した本取引の検討体制(本取

引に係る検討、交渉及び判断に関与する対象者の役職員の範囲及びその職務
を含みます。)に独立性の観点から問題がないことを確認の上、承認をして
いるとのことです。
その上で、特別委員会は、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言及

びシティユーワ法律事務所から聴取した意見を踏まえ、本取引において手続
きの公正性を確保するために講じるべき措置について検討を行っているとの
ことです。
特別委員会は、公開買付者からは、本取引を提案するに至った背景、本取

引の目的、本取引実施後の読売新聞グループの事業ポートフォリオにおける
対象者の位置付け等についての説明を受け、質疑応答を行っているとのこと
です。
また、特別委員会は、対象者から、本取引に関する対象者の見解等並びに

株式価値算定のベースになる対象者の事業計画についての説明を受け、これ
らに関する質疑応答を行っているとのことです。
加えて、特別委員会は、プルータスから受けた財務的見地からの助言も踏

まえつつ、対象者の事業計画の内容、重要な前提条件及び作成経緯等につい
て合理性を確認し、承認をしているとのことです。その上で、上記「３　買
付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的
及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「②　対象者に
おける意思決定の過程」に記載のとおり、プルータス及び大和証券は、対象
者の事業計画の内容を前提として対象者株式の価値算定を実施しております
が、特別委員会は、プルータス及び大和証券から、それぞれが実施した対象
者株式の価値算定に係る算定方法、当該算定方法を採用した理由、各算定方
法による算定の内容及び重要な前提条件について説明を受け、質疑応答及び
審議・検討を行った上で、これらの事項について合理性を確認しているとの
ことです。また、上記「３　買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施
を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後
の経営方針」の「②　対象者における意思決定の過程」に記載のとおり、特
別委員会は、2020年11月５日付で、プルータスから本フェアネス・オピニオ
ン(プルータス)の提出を受け、また、大和証券からは大和証券が対象者に提
出した本フェアネス・オピニオン(大和証券)の提出を受けておりますが、そ
の際、プルータス及び大和証券から、それぞれ本フェアネス・オピニオン
(プルータス)及び本フェアネス・オピニオン(大和証券)の内容及び重要な前
提条件について説明を受け、これを確認しているとのことです。
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また、特別委員会は、公開買付者との交渉方針について、大和証券から意
見を聴取した上で、プルータスから受けた財務的見地からの助言も踏まえて
審議・検討を行い、交渉方針を決定したとのことです。また、特別委員会
は、2020年10月９日に公開買付者から本公開買付価格を１株当たり5,200円
とすることを含む 初の提案を受領して以降、対象者が公開買付者から価格
提案を受領する都度、直ちにその内容について報告を受け、大和証券から対
応方針及び公開買付者との交渉方針等についての意見を聴取した上で、プ
ルータスから受けた財務的見地からの助言も踏まえて審議・検討を行ったと
のことです。具体的には、特別委員会は、公開買付者より、10月16日に本公
開買付価格を１株当たり5,600円とする旨の提案を、2020年10月22日には本
公開買付価格を１株当たり5,800円とする旨の提案を、同年10月29日には本
公開買付価格を１株当たり6,000円とする旨の提案を、同年11月３日には改
めて本公開買付価格を１株当たり6,000円とする提案を順次受領したとのこ
とです。このいずれに対しても、特別委員会においてプルータス及び森・濱
田松本法律事務所から受けた助言並びに大和証券及びシティユーワ法律事務
所から聴取した意見を踏まえて検討を行った上で、特別委員会は、適正な価
格に達していないとして、公開買付者に対し本公開買付価格の再検討を要請
する等、対象者と公開買付者との間の本公開買付価格に関する協議・交渉過
程において中心的な位置付けで関与したとのことです。その結果、対象者
は、2020年11月５日、公開買付者から、本公開買付価格を１株当たり6,050
円とすることを含む提案を受け、結果として、計４回、 初の価格提案から
16.35％の価格の引き上げを受けるに至ったとのことです。
さらに、特別委員会は、シティユーワ法律事務所から、複数回、対象者が

公表又は提出予定の本公開買付けに係るプレスリリース及び意見表明報告書
の各ドラフト、並びに公開買付者が提出予定の本公開買付けに係る公開買付
届出書のドラフトの内容について説明を受け、森・濱田松本法律事務所から
助言を受けつつ、充実した情報開示がなされる予定であることを確認してい
るとのことです。

(ⅲ) 判断内容
特別委員会は、以上の経緯の下で、森・濱田松本法律事務所から受けた法

的助言、並びにプルータスから受けた財務的見地からの助言並びに2020年11
月５日付で提出を受けた本株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・
オピニオン(プルータス)の内容を踏まえつつ、本諮問事項について慎重に協
議・検討を重ねた結果、同年11月６日付で、対象者取締役会に対し、委員全
員の一致で、大要以下の内容の本答申書を提出しているとのことです。
(a) 答申の内容
ⅰ　対象者取締役会は、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとと

もに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを
決議するべきであると考える。

ⅱ　対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明す
るとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨する
ことを決議することは、対象者の少数株主にとって不利益なものでは
ないと考える。また、本公開買付け後に予定されている対象者の完全
子会社化を目的とする株式等売渡請求に係る承認又は上場廃止が見込
まれる株式併合を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益
なものではないと考える。

(b) 答申の理由
ⅰ  以下の点より、特別委員会は、本取引が対象者の企業価値の向上に資

するものであり、本公開買付けを含む本取引の目的は合理的と認めら
れると判断するに至った。

・上記「３  買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定する
に至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経
営方針」及び「②  対象者における意思決定の過程」の「(ⅲ) 判断内
容」に記載の対象者が認識する対象者を取り巻く事業環境及び経営課
題に不合理的な点はなく、本取引の目的には合理性があるものと思料
する。

・同所記載の対象者及び公開買付者が両者間の協議の結果想定する各シ
ナジーについては、その内容は合理的な内容であり、本取引により一
定のシナジーが見込まれるものと考える。

ⅱ　以下の点より、特別委員会は、対象者の一般株主の利益を図る観点か
ら、本取引の取引条件(本公開買付価格を含む。)の妥当性は確保され
ていると判断するに至った。
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・①株式価値算定書(プルータス)及び株式価値算定書(大和証券)の算定
手法である市場株価法及びＤＣＦ法は、現在の実務に照らして一般
的、合理的な手法であると考えられ、また、ＤＣＦ法における事業用
資産と非事業用資産の分類の方法、割引率の根拠に関する説明も合理
的であって、その算定内容も現在の実務に照らして妥当なものである
と考えられること、②当該算定の前提となっている事業計画は、その
作成目的、作成手続き及びその内容について、特に不合理な点がない
ことと考えられること、③本公開買付価格は、市場株価法の算定結果
の上限値を超え、かつ、ＤＣＦ法の算定結果のレンジの中央値を超え
ていること、④一定の含み益が存在する対象者の所有する不動産につ
いて、対象者、大和証券及びシティユーワ法律事務所から説明を受け
検討を行った結果、株式価値算定書(プルータス)及び株式価値算定書
(大和証券)において、対象者の所有する不動産の価値も踏まえて、対
象者の株式価値が適切に評価されているものと認められたこと等か
ら、独立した第三者算定機関であるプルータス及び大和証券の株式価
値算定書の算定結果に照らして妥当なものといえる。

・本フェアネス・オピニオン(プルータス)及び本フェアネス・オピニオ
ン(大和証券)は、その発行手続き及び内容に不合理な点は認められ
ず、信用できるものと判断されるところ、これらによれば、本公開買
付価格が一般株主にとって財務的な観点から公正であると評価されて
いる。

・公開買付者との交渉は、特別委員会において決定された交渉方針の下
でその指示に従って行われ、かかる交渉の結果として当初提案から約
16.35％(850円)の価格の引き上げを実現した。

・本取引の方法に不合理な点は認められない。

ⅲ  以下の点より、特別委員会は、対象者の一般株主の利益を図る観点か
ら、本取引の手続きには公正性が認められると判断するに至った。

・対象者取締役会は、公開買付者から独立した特別委員会を設置してい
る。

・特別委員会は、独立したリーガル・アドバイザーである森・濱田松本
法律事務所及び第三者算定機関であるプルータスから助言を受けてい
る。

・対象者は、独立したリーガル・アドバイザーであるシティユーワ法律
事務所及びファイナンシャル・アドバイザー兼第三者算定機関である
大和証券から助言を受けている。

・特別委員会はプルータスから株式価値算定書及びフェアネス・オピニ
オンを取得している。

・対象者は大和証券から株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンを
取得している。

・利益相反のおそれのある対象者の役職員を本取引に係る取引条件に関
する協議・交渉過程及び対象者株式の価値算定の基礎となる対象者の
事業計画の作成過程に関与させない体制を構築しており、対象者の取
締役のうち、杉山美邦氏、山口寿一氏、村岡彰敏氏及び溝口烈氏の４
名並びに監査役である塚田信由紀氏は、利益相反防止の観点から、本
取引に係る取締役会の審議及び決議(監査役である塚田信由紀氏は審
議)には一切参加しておらず、かつ、対象者の立場で本取引の協議及び
交渉に一切参加していない。

・公開買付期間が法令に定められた 短期間(20営業日)よりも長期(30営
業日)に設定されるとともに、対象者は、公開買付者との間で、対象者
が公開買付者以外の対抗的買収提案者と接触することを制限するよう
な合意は一切行なっておらず、また、本公開買付けの公正性を担保す
るため、本公開買付け(及び本公開買付けにおける買付け等の期間中に
公開買付者以外の者により開始された対象者株式に対する公開買付け)
における買付け等の期間(当該期間が延長された場合には延長された期
間を含む。)が終了するまでの間、本買収防衛策を停止する旨を決議す
る予定であり、いわゆる間接的マーケット・チェックが行われている
と認められる。

・本公開買付けでは、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件は設定さ
れない予定であるが、企業価値向上に資すると考えられ、かつ取引条
件の妥当性が認められる本取引において、マジョリティ・オブ・マイ
ノリティ条件の設定がなされていないことは、本公開買付けにおける
手続きの公正性を損なうものではないと考えられる。

・一般株主に対して十分な情報が開示され、適切な判断の機会が確保さ
れる予定である。

・本取引については強圧性の問題が生じないように配慮の上、スクイー
ズ・アウト手続きの適法性も確保されているといえる。
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③  特別委員会における独立した法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、特別委員会は、対象者及び公開買付者から

独立したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選任し、特
別委員会における本諮問事項に関する検討及び審議に関する法的助言を受けて
いるとのことです。

④  特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェ
アネス・オピニオンの取得

(ｉ) 算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係
対象者プレスリリースによれば、特別委員会は、本公開買付けに関する意

見表明を行うにあたり、対象者及び公開買付者から独立した第三者算定機関
として、ファイナンシャル・アドバイザーであるプルータスに対して、対象
者株式の株式価値の算定及び本取引における取引条件についての対象者の少
数株主にとっての財務的な観点からの公正性についての意見表明を依頼し、
2020年11月５日付で、本株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・オ
ピニオン(プルータス)を取得したとのことです。
プルータスは、対象者及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開

買付けに関して、重要な利害関係を有していないとのことです。また、本取
引に係るプルータスの報酬は、本取引の成否にかかわらず支払われる固定報
酬のみであり、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれていな
いとのことです。

(ⅱ) 対象者株式に係る算定の概要
プルータスは、複数の算定手法の中から対象者株式の算定にあたり採用す

べき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、対象者株
式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対
象者株式が東京証券取引所第一部に上場しており、市場株価が存在すること
から市場株価法を、対象者業績の内容や予想等を評価に反映するためにＤＣ
Ｆ法を算定手法として用いて対象者の１株当たりの株式価値の分析を行い、
特別委員会は、2020年11月５日付でプルータスより本株式価値算定書(プ
ルータス)を取得したとのことです。
上記各手法に基づいて算定された対象者株式の１株当たりの株式価値の範

囲は以下のとおりとのことです。

市場株価法　　3,827円～4,910円
ＤＣＦ法  　　3,462円～6,381円

市場株価法では、2020年11月５日を算定基準日として、対象者株式の東京
証券取引所市場第一部における対象者株式の基準日の終値4,910円、直近
１ヶ月間の終値単純平均株価4,366円、直近３ヶ月間の終値単純平均株価
4,081円及び直近６ヶ月間の終値単純平均株価3,827円を基に、対象者株式の
１株当たりの価値の範囲を3,827円～4,910円と算定したとのことです。
ＤＣＦ法では、対象者が作成した事業計画を基に、2021年３月期から2029

年３月期までの９期分の事業計画における収益や投資計画、一般に公開され
た情報等の諸要素を前提として、対象者が2021年３月期第３四半期以降創出
すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に
割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析し、対象者株式の１株当たり
価値の範囲を3,462円～6,381円までと算定したとのことです。
プルータスがＤＣＦ法による分析に用いた対象者作成の事業計画において

は、対象者との間で複数回のインタビューを行う等してその内容を分析及び
検討しており、また、上記の「②対象者における独立した特別委員会の設置
及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、特別委員会がその内
容、重要な前提条件及び作成経緯等の合理性を確認したとのことです。ま
た、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具
体的には、新型コロナウイルスの拡大に伴い、対象者においても遊園地、温
浴施設、キッズ施設の臨時休業、公営競技の無観客開催、ゴルフ場の予約
キャンセル及び臨時休業、競馬場に併設した商業施設の稼働率低下など影響
により、2021年３月期においては、連結売上高18,900百万円(対前年比
15.0％減)、連結営業利益1,100百万円(対前年比64.8％減)となっているとの
ことです。また、2022年３月期以降は新型コロナウイルスの影響が残りつつ
も、感染拡大はピークアウトを迎え、人の移動制限緩和や事業活動も段階を
踏んで正常化に向かうとの想定の下、既存アトラクションの拡大リニューア
ルを推進することで、2022年３月期は連結売上高23,566百万円(対前年比
24.7％増)、連結営業利益は2,081百万円(対前年比89.2％増)、2023年３月期
はイベント拡大等による来場者数の増加を見込み、連結売上高25,391百万円
(対前年比7.7％増)、連結営業利益3,787百万円(対前年比82.0％増)を見込ん
でいるとのことです。また、本取引実行により実現することが期待されるシ
ナジー効果については、上場維持コストの削減効果を除き、現時点において
具体的に見積もることが困難であるため、上記算定には加味していないとの
ことです。
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また、特別委員会は、2020年11月５日付で、プルータスから、本公開買付
価格である１株当たり6,050円は対象者の少数株主にとって財務的な見地か
ら公正なものである旨の本フェアネス・オピニオン(プルータス)を取得して
いるとのことです。

(ⅲ) 本フェアネス・オピニオン(プルータス)の概要
特別委員会は、2020年11月５日付で、プルータスから、本公開買付価格で

ある１株当たり6,050円が、対象者の少数株主にとって財務的見地から公正
である旨の本フェアネス・オピニオン(プルータス)を取得しているとのこと
です(注２)。なお、本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、プルータス
が、対象者から、対象者グループの事業の現状、事業見通し等の開示を受け
るとともに、それらに関する説明を受けた上で実施した対象者株式の価値算
定結果に加えて、本公開買付けの概要、背景及び目的に係る対象者との質疑
応答、プルータスが必要と認めた範囲内での対象者グループの事業環境、経
済、市場及び金融情勢等についての検討並びにプルータスにおけるエンゲー
ジメントチームとは独立した審査会におけるレビュー手続きを経て発行され
ているとのことです。

⑤  対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者取締役会の意思決定の公

正性及び適正性を担保するために、対象者及び公開買付者から独立したリーガ
ル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所を選任し、本公開買付け及び
その後の一連の手続きに対する対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その
他の意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けているとのことで
す。

⑥  対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネ
ス・オピニオンの取得

(ｉ) 算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見表

明を行うにあたり、対象者及び公開買付者から独立した第三者算定機関とし
て、ファイナンシャル・アドバイザーである大和証券に対して、対象者株式
の株式価値の算定及び本取引における取引条件についての対象者一般株主に
とっての財務的な観点からの公正性についての意見表明を依頼し、2020年11
月５日付で、本株式価値算定書(大和証券)及び本フェアネス・オピニオン
(大和証券)を取得したとのことです。(注３)
大和証券は、対象者及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買

付けに関して、重要な利害関係を有していないとのことです。なお、本取引
にかかる大和証券に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成
功報酬が含まれているとのことです。

(ⅱ) 対象者株式に係る算定の概要
大和証券は、複数の算定手法の中から対象者株式価値算定にあたり採用す

べき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、対象者株
式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対
象者の市場株価の動向を勘案した市場株価法及び対象者業績の内容や予想等
を評価に反映するためにＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の１株当たりの株
式価値の分析を行い、対象者は、2020年11月５日付で大和証券より対象者算
定書を取得したとのことです。
上記各手法に基づいて算定された対象者株式の１株当たりの株式価値の範

囲は以下のとおりとのことです。

市場株価法　　：3,827円～4,910円
ＤＣＦ法　　　：4,061円～6,230円

市場株価法では、2020年11月５日を算定基準日として、対象者株式の東京
証券取引所市場第一部における対象者株式の基準日の終値4,910円、直近
１ヶ月間の終値単純平均株価4,366円、直近３ヶ月間の終値単純平均株価
4,081円及び直近６ヶ月間の終値単純平均株価3,827円を基に、対象者株式の
１株当たりの価値の範囲を3,827円～4,910円と算定しているとのことです。
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ＤＣＦ法では、対象者が作成した事業計画を基に、2021年３月期から2029
年３月期までの９期分の事業計画における収益や投資計画、一般に公開され
た情報等の諸要素を前提として、対象者が2021年３月期第３四半期以降創出
すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に
割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析し、対象者株式の１株当たり
価値の範囲を4,061円～6,230円までと算定しております。
大和証券がＤＣＦ法による分析に用いた対象者作成の事業計画において

は、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具
体的には、新型コロナウイルスの拡大に伴い、対象者においても遊園地、温
浴施設、キッズ施設の臨時休業、公営競技の無観客開催、ゴルフ場の予約
キャンセル及び臨時休業、競馬場に併設した商業施設の稼働率低下など影響
により、2021年３月期においては、連結売上高18,900百万円(対前年比
15.0％減)、連結営業利益1,100百万円(対前年比64.8％減)となっているとの
ことです。また、2022年３月期以降は新型コロナウイルスの影響が残りつつ
も、感染拡大はピークアウトを迎え、人の移動制限緩和や事業活動も段階を
踏んで正常化に向かうとの想定の下、既存アトラクションの拡大リニューア
ルを推進することで、2022年３月期は連結売上高23,566百万円(対前年比
24.7％増)、連結営業利益は2,081百万円(対前年比89.2％増)、2023年３月期
はイベント拡大等による来場者数の増加を見込み、連結売上高25,391百万円
(対前年比7.7％増)、連結営業利益3,787百万円(対前年比82.0％増)を見込ん
でいるとのことです。また、本取引実行により実現することが期待されるシ
ナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難である
ため、上記算定には加味していないとのことです。
また、対象者は、2020年11月５日、大和証券から、本公開買付価格である

１株当たり6,050円は対象者の一般株主にとって財務的な見地から公正なも
のである旨の本フェアネス・オピニオン(大和証券)を取得しているとのこと
です。

(ⅲ) 本フェアネス・オピニオン(大和証券)の概要
対象者は、2020年11月５日付で、大和証券から、本公開買付価格である１

株当たり6,050円が、公開買付者及びその関係会社を除く対象者の一般株主
にとって財務的見地から公正である旨の本フェアネス・オピニオン(大和証
券)を取得しているとのことです。なお、本フェアネス・オピニオン(大和証
券)は事業見通しを含む財務情報の分析及び検討並びに特別委員会との質疑
応答を経て、大和証券により実施された対象者株式の価値算定結果の検討に
加え、本公開買付けに賛同するに至る経緯・背景に係る対象者及び特別委員
会との質疑応答、並びに大和証券のフェアネス・オピニオン承認会議によっ
て作成・提出の承認を受けているとのことです。

⑦  対象者における独立した検討体制の構築
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「３　買付け等の目的」の

「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過
程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「①　本公開買付けの実施を決定す
るに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、公開買付者から
独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益
の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を対象者
の社内に構築したとのことです。具体的には、対象者は、2020年６月中旬か
ら、本取引に係る検討に際し、対象者の総務・広報担当役員、経理・関係会社
担当役員、ゴルフ事業担当役員、総務部長、経理部長、管財部長の６名をはじ
めとした検討体制を構築するとともに、対象者と公開買付者との間の本取引に
係る取引条件に関する協議・交渉過程、及び対象者株式の価値算定の基礎とな
る対象者の事業計画の作成過程においては、現に読売新聞グループ各社の役職
員を兼務している対象者の役職員のみならず、過去に読売新聞グループ各社の
役職員としての地位を有していた対象者の役職員も関与しないこととし、本日
に至るまでかかる取扱いを継続しているとのことです。また、かかる取扱いを
含めて、対象者の社内に構築した本取引の検討体制(本取引に係る検討、交渉及
び判断に関与する対象者の役職員の範囲及びその職務を含むとのことです。)に
独立性の観点から問題がないことについては、特別委員会の承認を得ていると
のことです。

⑧  対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しな
い監査役全員の異議がない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者は、シティユーワ法律事務所から得

た法的助言、対象者算定書の内容、特別委員会から入手した本答申書、公開買
付者との間で実施した複数回に亘る継続的な協議の内容及びその他の関連資料
を踏まえ、公開買付者による本公開買付けに関する諸条件の内容について慎重
に協議・検討を行った結果、上記「３　買付け等の目的」の「(2) 本公開買付
けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買
付け後の経営方針」の「②　対象者による意思決定の過程」に記載のとおり、
2020年11月６日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の
意見を表明するとともに、対象者株式について本公開買付けに応募することを
推奨することを決議しているとのことです。
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上記の対象者取締役会においては、対象者の取締役11名のうち、杉山美邦
氏、山口寿一氏及び村岡彰敏氏は公開買付者の取締役としての地位を有してお
り、また、溝口烈氏、越村好晃氏及び斎藤孝光氏は公開買付者の出身者である
とともに、菊池剛太氏は公開買付者の関連会社の出身者であるため、利益相反
の可能性を排除する観点から、まず、(ｉ)杉山美邦氏、山口寿一氏、村岡彰敏
氏、溝口烈氏、越村好晃氏、菊池剛太氏及び斎藤孝光氏を除く４名の取締役に
おいて審議の上、全員一致により上記の決議を行い、さらに、取締役会の定足
数を確保する観点から、(ⅱ)越村好晃氏、菊池剛太氏及び斎藤孝光氏を加えた
７名の取締役において改めて審議の上、決議に参加した取締役全員の賛成によ
り上記の決議を行うという二段階の手続きを経ているとのことです。また、上
記の取締役会に出席した監査役(監査役３名中、出席監査役２名(うち社外監査
役２名))の全員が上記決議につき異議はない旨の意見を述べているとのことで
す。
なお、対象者の監査役である塚田信由紀氏は、公開買付者の子会社の従業員

としての地位を有しており、利益相反の可能性を排除する観点から、上記の取
締役会の審議には一切参加しておらず、上記の取締役会の決議に際して意見を
述べることを差し控えているとのことです。
また、対象者の取締役のうち、杉山美邦氏、山口寿一氏、村岡彰敏氏及び溝

口烈氏の４名は、利益相反防止の観点から、上記取締役会を含む本取引に係る
取締役会の審議及び決議には参加しておらず、かつ、対象者の立場で本取引の
協議及び交渉に参加していないとのことです。そして、越村好晃氏、菊池剛太
氏及び斎藤孝光氏は、上記のとおり、対象者取締役会において、定足数を確保
する観点から二段階目の決議に参加しておりますが、これを除き、対象者の立
場において、本取引に係る検討並びに公開買付者との協議に参加していないと
のことです。

⑨  他の買付者からの買付機会等を確保するための措置
公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた 低期間が20営業

日であるところ、比較的長期間である30営業日としております。公開買付期間
を比較的長期に設定することにより、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け
等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性も担保することを企図
しております。
さらに、公開買付者は、対象者と同様に、対象者が対抗的買収提案者と接触

することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者
が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意を一切行って
おらず、上記公開買付期間の設定と合わせ、対抗的な買付け等の機会を確保す
ることにより、本公開買付けの公正性の担保にも配慮しております。
また、対象者は、2007年６月27日開催の対象者第83回定時株主総会におい

て、本買収防衛策を導入し、継続しておりますが、第三者からの買付け機会を
確保して本取引の公正性に配慮するために、2020年11月６日開催の取締役会に
おいて、本公開買付け(及び本公開買付けにおける買付け等の期間中に公開買付
者以外の者により開始された対象者株式に対する公開買付け)における買付け等
の期間(当該期間が延長された場合には延長された期間を含みます。)が終了す
るまでの間、本買収防衛策を停止するとともに、上記の公開買付けのいずれか
(公開買付者以外の者による対象者株式に対する公開買付けの場合は、公開買付
け後の株券等所有割合が15％以上となるものに限ります。)が成立することを停
止条件として、本買収防衛策を完全に廃止することを決議したとのことです。

⑩  対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機
会を確保するための措置
公開買付者は、上記「３　買付け等の目的」の「(4) 本公開買付け後の組織

再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、(ⅰ)本公
開買付けの決済の完了後速やかに、公開買付者が本公開買付けの成立により取
得する株式数に応じて、対象者株式の全て(公開買付者が所有する対象者株式及
び対象者が所有する自己株式を除きます。)の株式売渡請求をすること又は本株
式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨
の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会の開催を対象者
に要請することを予定しており、対象者の株主の皆様に対して株式買取請求権
又は価格決定請求権が確保されない手法は採用しないこと、(ⅱ)株式売渡請求
又は本株式併合をする際に、対象者の株主の皆様に対価として交付される金銭
は本公開買付価格に当該各株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有す
る対象者株式の数を乗じた価格と同一となるように算定されることを明らかに
していることから、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かにつ
いて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配
慮しております。
また、公開買付者は、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の 短期

間は20営業日であるところ、公開買付期間を30営業日としております。公開買
付期間を比較的長期にすることにより、対象者の株主の皆様に対して本公開買
付けに対する応募につき適切な判断機会を確保しております。
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(注１)　野村證券は、対象者株式の株式価値の算定に際して、公開情報及び野村證券に提供された一切の情報が正確

かつ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は行っておりませ

ん。対象者及びその関係会社の資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みま

す。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第

三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。対象者の財務予測(利益計画その他の情報を含みま

す。)については、公開買付者の経営陣により現時点で得られる 善かつ誠実な予測及び判断に基づき合理的

に検討又は作成されたことを前提としております。野村證券の算定は、2020年11月５日までに野村證券が入

手した情報及び経済条件を反映したものです。なお、野村證券の算定は、公開買付者の取締役会が対象者株

式の株式価値を検討するための参考に資することを唯一の目的としております。

(注２)  プルータスは、本フェアネス・オピニオン(プルータス)の作成及び提出並びにその基礎となる株式価値の算

定を行うに際して、対象者から提供され又は対象者と協議した情報及び基礎資料、一般に公開されている資

料について、それらが正確かつ完全であること、対象者株式の株式価値の分析・算定に重大な影響を与える

可能性がある事実で、プルータスに対して未開示の事実はないことを前提としてこれらに依拠しており、独

自にそれらの調査、検証を実施しておらず、その調査、検証を実施する義務も負っていないとのことです。

プルータスが、本フェアネス・オピニオン(プルータス)の基礎資料として用いた対象者の事業見通しその他

の資料は、対象者の経営陣により現時点における 善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを

前提としており、プルータスはその実現可能性を保証するものではなく、これらの作成の前提となった分析

若しくは予測又はそれらの根拠となった前提条件については、何ら見解を表明していないとのことです。　

本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から公

正であるか否かについて、その作成日現在の金融及び資本市場、経済状況並びにその他の情勢を前提に、ま

た、その作成日までにプルータスが入手している情報に基づいてその作成日時点における意見を述べたもの

であり、その後の状況の変化により本フェアネス・オピニオン(プルータス)の内容に影響を受けることがあ

りますが、プルータスは、そのような場合であっても本フェアネス・オピニオン(プルータス)の内容を修

正、変更又は補足する義務を負わないとのことです。また、本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、本

フェアネス・オピニオン(プルータス)に明示的に記載された事項以外、又は本フェアネス・オピニオン(プ

ルータス)の提出日以降に関して、何らの意見を推論させ、示唆するものではないとのことです。本フェアネ

ス・オピニオン(プルータス)は、本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から不利益なもの

ではなく公正なものであることについて意見表明するにとどまり、本公開買付け実行の是非及び本公開買付

けに関する応募その他の行動について意見表明や推奨を行うものではなく、対象者の発行する有価証券の保

有者、債権者、その他の関係者に対し、いかなる意見を述べるものではないとのことです。また、本フェア

ネス・オピニオン(プルータス)は、本公開買付価格に関する対象者取締役会及び特別委員会の判断の基礎資

料として使用することを目的としてプルータスから提供されたものであり、他のいかなる者もこれに依拠す

ることはできないとのことです。

(注３)  大和証券は、本フェアネス・オピニオン(大和証券)記載の意見を述べるにあたり、大和証券が分析及び検討

の対象とした全ての資料及び情報が正確かつ完全であることを前提としており、これらの資料及び情報の正

確性又は完全性に関し独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではないとのことです。大和証

券は、本フェアネス・オピニオン(大和証券)記載の意見を述べるにあたり、対象者に関して大和証券に開示

されていない対象者の企業価値に影響を及ぼすような事象が、本フェアネス・オピニオン(大和証券)記載の

意見を述べる日付時点で発生していないことを前提としているとのことです。大和証券は、対象者及びそれ

らの関係会社の全ての資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、こ

れらに限られません。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を

行っておらず、また第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。大和証券は、

破産、支払不能又はこれらに類似する事項に関するいかなる適用法令の下における対象者及びそれらの関係

会社の支払能力又は信用力についても評価を行っていないとのことです。大和証券は、対象者及びそれらの

関係会社のいかなる財産又は設備の実地の見分を行っておらず、またその義務を負うものではないとのこと

です。大和証券は、本フェアネス・オピニオン(大和証券)記載の意見を述べるにあたり、大和証券に提供さ

れた事業計画、財務予測その他将来に関する情報が、対象者の経営陣による現時点において可能な 善の予

測と判断に基づき、合理的に作成されていることを前提としており、対象者の同意を得て、独自に検証する

ことなくこれらの情報に依拠しているとのことです。大和証券は、大和証券に提供された事業計画、財務予

測その他将来に関する情報が、これらの作成又は提供日付以降、対象者の資産、財務状況、事業又は将来予

測に重大な影響を及ぼす状況の変化はないことを前提にしているとのことです。大和証券は、本フェアネ

ス・オピニオン(大和証券)記載の意見の表明及びその前提となる分析を行うにあたって、業界状況、一般的

なビジネス及び経済の状況並びにその他の事項について多数の前提を置いており、その多くは、対象者及び

公開買付者が制御できないものとのことです。大和証券の当該分析に含まれる全ての予測は、必ずしも将来

の結果や実際の価値を示すものではなく、かかる結果や価値は、当該予測によって示唆されるものに比して

大幅に良くも悪くもなり得るものとのことです。
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買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

6,435,075 (株) 3,873,097 (株) ― (株)

大和証券は、本公開買付けの実行に必要な全ての政府、規制当局その他の者の同意又は許認可が、本公開

買付けにより期待される利益に悪影響を与えることなく取得されることも前提としているとのことです。大

和証券は、本公開買付けの実行に関する対象者の意思決定、あるいは本公開買付けと他の戦略的選択肢の比

較評価を検討することを対象者から依頼されておらず、また検討していないとのことです。大和証券は、法

律、会計及び税務のいずれの専門家でもなく、本公開買付けに関するいかなる事項の適法性及び有効性並び

に会計及び税務上の処理の妥当性について独自に分析及び検討を行っておらず、それらの義務を負うもので

もないとのことです。

大和証券は、本公開買付けに関するアドバイザリー業務(以下、「本アドバイザリー業務」といいます。)

提供の対価として、既に受領済みの手数料に加え手数料を受領する予定とのことです。対象者は、大和証券

の本アドバイザリー業務に関連して生じ得る一定の責任について補償することに同意しているとのことで

す。

大和証券及びその関係会社は、対象者及びそれらの関係会社に対して、有償で、有価証券関連サービスを

含む投資・金融サービスを提供し又は今後提供することがあるとのことです。また、大和証券及びその関係

会社は、対象者及びそれらの関係会社の有価証券及び金融派生商品を含む金融商品を、自己又は顧客の勘定

で取引又は保有することがあるとのことです。

本フェアネス・オピニオン(大和証券)は、対象者取締役会が本公開買付価格を検討するための参考情報と

して利用することを唯一の目的として作成されたものとのことです。大和証券は、対象者又は対象者の取締

役会に対して特定の買付価格について推奨するものではなく、また、特定の買付価格が唯一適切な買付価格

であることについて推奨するものではないとのことです。また、対象者は、大和証券の書面による事前の同

意なく、本フェアネス・オピニオン(大和証券)を第三者に開示、伝達又は参照させることはできません。本

フェアネス・オピニオン(大和証券)記載の意見は、対象者取締役会以外の第三者に宛てられるものではな

く、当該第三者はいかなる目的においても、これを信頼し又はこれに依拠することはできないとのことで

す。さらに、本フェアネス・オピニオン(大和証券)に記載された大和証券の意見は、対象者の一般株主に対

して本公開買付けに関する議決権等の株主権の行使、対象者株式の譲渡又は譲受けその他の関連する事項に

ついて何らの推奨又は勧誘を行うものではないとのことです。

大和証券は、本フェアネス・オピニオン(大和証券)において、公開買付者及びその関係会社を除く対象者

の一般株主にとって本公開買付価格が財務的見地から公正であるか否かについてのみ意見を述べるものであ

り、大和証券は、公開買付者及びその関係会社を除く対象者の一般株主以外の第三者にとって公正であるか

否か又はその他の事項についての意見を求められておらず、かつ、意見を述べていないとのことです。大和

証券は、本フェアネス・オピニオン(大和証券)において、本公開買付価格の決定の基礎となる各前提事実若

しくは仮定、又は対象者の本公開買付けに関する意思決定について意見を述べるものではないとのことで

す。また、大和証券は、本フェアネス・オピニオン(大和証券)において、本フェアネス・オピニオン(大和証

券)の日付以降に取引される対象者の普通株式の価格について、いかなる意見を述べるものでもないとのこと

です。大和証券は、本公開買付価格に関して、本公開買付けに関わるいかなる役員、取締役又は従業員、又

は同様の者が受け取る予定のいかなる報酬の額や性質が公正であるか否かについて、意見を述べるものでは

ないとのことです。大和証券は、本フェアネス・オピニオン(大和証券)を作成するにあたり、対象者の全部

又はいかなる部分の買収についても、公開買付者以外の第三者が関心を示すよう勧誘を行う権限を、対象者

又は対象者取締役会から与えられておらず、また過去に当該勧誘を行っていないとのことです。

本フェアネス・オピニオン(大和証券)に記載された大和証券の意見は、本フェアネス・オピニオン(大和証

券)の日付現在における金融、経済、市場その他の状況を前提とし、当該日付現在までに大和証券が入手可能

な情報に依拠しているとのことです。また、本フェアネス・オピニオン(大和証券)に記載された大和証券の

意見は今後の状況の変化に伴い影響を受ける可能性がありますが、大和証券はその意見を更新、修正又は再

確認する義務を負わないとのことです。

(3) 【買付予定の株券等の数】

(注１)　応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,873,097株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行い

ません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注２)　単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請

求権が行使された場合には、対象者は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあ

ります。

(注３)　本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(注４)　本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、本公開買付けによ

り公開買付者が取得する対象者の株券等の 大数である対象者株式の数(6,435,075株)を記載しております。

買付予定数は、対象者第２四半期決算短信に記載された2020年９月30日現在の発行済株式総数(8,352,202株)

から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(666,324株)及び本書提出日現在、公開買付者が所有する株式

数(1,250,803株)を控除したものになります。
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区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) 64,350

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(c)

―

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月９日現在)(個)(d) 12,508

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(f)

―

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月９日現在)(個)(g) 2,615

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) ―

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(i)

―

対象者の総株主等の議決権の数(2020年９月30日現在)(個)(j) 76,529

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a/j)　(％)

83.73

買付け等を行った後における株券等所有割合
((a＋d＋g)/(j＋(b－c)+(e－f)+(h－i))×100)　(％)

100.00

５ 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

(注１)　「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決

権の数を記載しております。

(注２)　「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月９日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特

別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第１号に

基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しており

ます。なお、特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後におけ

る株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月９日現在)

(個)(g)」は分子に加算しておりません。

(注３)　「対象者の総株主等の議決権の数(2020年９月30日現在)(個)(j)」は、対象者が2020年11月９日に提出した第

97期第２四半期報告書に記載された2020年９月30日現在の総株主の議決権の数(１単元の株式数を100株とし

て記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等

に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割

合」の計算においては、 対象者第２四半期決算短信に記載された2020年９月30日現在の発行済株式総数

(8,352,202株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式(666,324株)を控除した株式数(7,685,878株)に係

る議決権の数(76,858個)を「対象者の総株主等の議決権の数(2020年９月30日現在)(個)(j)」として計算して

おります。

(注４)　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後に

おける株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

６ 【株券等の取得に関する許可等】

(1) 【株券等の種類】

普通株式

(2) 【根拠法令】

公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みま

す。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第２項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象

者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出

を「事前届出」といいます。)、同条第８項により、事前届出受理の日から原則として30日(短縮される場合もあり

ます。)を経過するまでは本株式取得をすることができません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁

止期間」といいます。)。
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また、独占禁止法第10条第１項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式

の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることがで

きます(同法第17条の２第１項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合で、公正取

引委員会が排除措置命令を発令するときは、公正取引委員会は、排除措置命令の名宛人になるべき者について意見

聴取を行わなければならず(同法第49条)、意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人

に通知しなければなりませんが(同法第50条第１項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、株式取得に

関する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記の事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短

縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第９項)。な

お、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行

わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第

９条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第１号。

その後の改正を含みます。)第９条)。

公開買付者は、本株式取得に関して、2020年11月４日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理

されております。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則として

2020年12月４日の経過をもって満了する予定です。

公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事

前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊

急停止命令の申立てを受けた場合には、下記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等

の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」の令第14条第１項第４号に定める事情が生じた場合として、本

公開買付けの撤回を行うことがあります。なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10

条第９項に基づく報告等の要求を受けることなく措置期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を

行わない旨の通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の８第２項に基づき、直ちに、本書の訂正届出書を

関東財務局長に提出いたします。

(3) 【許可等の日付及び番号】

該当事項はありません。
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７ 【応募及び契約の解除の方法】

(1) 【応募の方法】

①　公開買付代理人

野村證券株式会社　　　　　東京都中央区日本橋一丁目13番１号

②　本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主

等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要

事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナン

バー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注１)

オンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)による応募に関して

は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続きを

行ってください。なお、オンラインサービスによる応募には、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株

主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)におけるオンラインサービスのご利用申込みが必要で

す。(注２)

※新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特

別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い

合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ

(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。

③　株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等口座に、応募する予定の株券等が記録されている必要がありま

す。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録

されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記

録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要が

あります。

④　本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

⑤　外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下

「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。オンラインサービ

スにおいては、外国の居住者は応募できません。

⑥　日本の居住者である個人株主の場合、公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額

は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注３)

⑦　応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等

に返還されます。

(注１)　ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について

公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイ

ナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している

場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法

人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために

提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を

確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

・　個人の場合

マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類

マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナン

バー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。

[1] マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナン

バー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか１点が必要です。
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マイナンバー(個人番号)を
確認するための書類

必要な本人確認書類

個人番号カード 不要

通知カード
[A]のいずれか１点、
又は[B]のうち２点

マイナンバー(個人番号)の記載された
住民票の写し [A]又は[B]のうち、

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外
の１点マイナンバー(個人番号)の記載された

住民票記載事項証明書

[2] 本人確認書類

[A] 顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉

手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

[B] 顔写真のない本人確認書類

・発行から６ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各

種)

※本人確認書類(原本・コピー)は、以下２点を確認できる必要があります。

①本人確認書類そのものの有効期限　　　②申込書に記載された住所・氏名・生年月日

※野村證券株式会社の店舗でお手続きをされる場合は、原本をご提示いただき、その場での確認とさせていただ

きます。

※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。

※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていた

だきます。

※新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書

類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを２枚以上提出いた

だく必要はありません。)。

・　法人の場合

登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。

※本人特定事項　　①名称　　②本店又は主たる事務所の所在地

※法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)

の本人確認が必要となります。

法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁　法人番号公表サイ

ト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。

また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。

・　外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、

居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。

(注２)　オンラインサービスのご利用には、お申込みが必要です。オンラインサービスをお申込み後、パスワー

ドがご登録住所に到着するまで約１週間かかりますのでお早めにお手続きください。公開買付期間末日

近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続きに時間を要しません。

・　個人の場合：オンラインサービスのログイン画面より新規申込を受付しております。もしくは、お

取引店又はオンラインサービスサポートダイヤルまでご連絡ください。

・　法人の場合：お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限

りオンラインサービスによる応募が可能です。

(注３)　株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)

個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務

上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い

します。
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買付代金(円)(a) 38,932,203,750

金銭以外の対価の種類 ―

金銭以外の対価の総額 ―

買付手数料(b) 150,000,000

その他(c) 12,000,000

合計(a)＋(b)＋(c) 39,094,203,750

(2) 【契約の解除の方法】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の

解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支

店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してくださ

い。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。

オンラインサービスで応募された契約の解除は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操

作又は解除書面の交付もしくは送付により行ってください。オンラインサービス上の操作による場合は当該画面上

に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手続きを行ってください。なお、お取引店で応

募された契約の解除に関しては、オンラインサービス上の操作による解除手続きを行うことはできません。解除書

面の交付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求したうえで、公開買付期間末日の15時30分までに

お取引店に交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到

達することを条件とします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な

対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせく

ださい。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ

(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。

解除書面を受領する権限を有する者

野村證券株式会社　　　　　　　　　　　　　東京都中央区日本橋一丁目13番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (その他の野村證券株式会社全国各支店)

(3) 【株券等の返還方法】

応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合に

は、解除手続き終了後速やかに、下記「10　決済の方法」の「(4) 株券等の返還方法」に記載の方法により応募株

券等を返還します。

(4) 【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社　　　　　　　　　　　　　東京都中央区日本橋一丁目13番１号

８ 【買付け等に要する資金】

(1) 【買付け等に要する資金等】

(注１)　「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(6,435,075株)に本公開買付価格(6,050円)を乗じた金額を記載して

おります。

(注２)　「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

(注３)　「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用

につき、その見積額を記載しております。

(注４)　その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

(注５)　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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種類 金額(千円)

当座預金 40,009,906

計(a) 40,009,906

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計 ―

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)

日刊新聞発行業

株式会社読売新聞東京本
社(注１)
(東京都千代田区大手町
一丁目７番１号)

読売新聞グループCMS契
約
弁済期：2021年６月30日
金利：年0.55％
担保：なし

40,000,000

― ― ― ―

計 40,000,000

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計(b) ―

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)

― ― ― ―

― ― ― ―

計(c) ―

(2) 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

① 【届出日の前々日又は前日現在の預金】

② 【届出日前の借入金】

イ 【金融機関】

ロ 【金融機関以外】

(注１)　読売新聞東京本社は、公開買付者が議決権の100％を所有する子会社です。

③ 【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ 【金融機関】

ロ 【金融機関以外】
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内容 金額(千円)

―

計(d) ―

④ 【その他資金調達方法】

⑤ 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

40,009,906千円((a)＋(b)＋(c)＋(d))

(3) 【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

該当事項はありません。

９ 【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

該当事項はありません。

10 【決済の方法】

(1) 【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社　　　　　　　　　　　　　東京都中央区日本橋一丁目13番１号

(2) 【決済の開始日】

2020年12月28日(月曜日)

(3) 【決済の方法】

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理

人)の住所宛に郵送します。

買付け等は、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方

法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

(4) 【株券等の返還方法】

下記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容」又

は「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等

の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤

回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の

記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合

は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。

※新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な

対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせく

ださい。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ

(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。

11 【その他買付け等の条件及び方法】

(1) 【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】

応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,873,097株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いませ

ん。応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,873,097株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
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(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

令第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ、第４号並びに同条第２項第３号な

いし第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第１

項第３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類につ

いて、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合で

あって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることが

できなかった場合をいいます。なお、上記「６　株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとお

り、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の

事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の

緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条１項第４号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開

買付けの撤回等を行うことがあります。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を読売新聞に掲載

します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により

公表し、その後直ちに公告を行います。

(3) 【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行為を行った場合

には、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の

価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を読売新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末

日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行い

ます。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の

買付け等の価格により買付け等を行います。

(4) 【応募株主等の契約の解除権についての事項】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の

方法については、上記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものと

します。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払

いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担としま

す。

(5) 【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６第１項及び令第13条第２項により禁止される場合を除き、買付条

件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を

行い、その旨を読売新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府

令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公

告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

(6) 【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の８第11項ただし書に規定する場合を除きます。)

は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規

定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している

応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合

には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方

法により訂正します。

(7) 【公開買付けの結果の開示の方法】

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法

により公表します。
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(8) 【その他】

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国

の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インター

ネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施

設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本

公開買付けに応募することはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは

米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配

布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨

の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の

時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みま

す。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付した

りしていないこと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その

他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信

を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない

代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与

えている場合を除きます。)。
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年月 事項

1870年３月 合名会社日就社設立

1874年11月 合名会社日就社が読売新聞を創刊

1917年12月 合名会社日就社を合名会社読売新聞社と改称

1934年12月 読売巨人軍の前身株式会社大日本東京野球倶楽部を設立

1941年５月 合名会社読売新聞社を有限会社読売新聞社に改組(登記簿の会社設立)

1947年２月 株式会社大日本東京野球倶楽部を読売興業株式会社に改称

1950年２月 有限会社読売新聞社を株式会社読売新聞社に改組

1951年７月 株式会社大阪読売新聞社(現株式会社読売新聞大阪本社)の前身である新大阪印刷株式会社を設

立。翌年1952年10月、社名を株式会社大阪読売新聞社に変更し、11月より新聞発行を開始

1953年９月 株式会社読売会館を設立。有楽町別館の跡地に読売会館を開館し「読売ホール」を館内に新装

1964年５月 株式会社読売会館と読売興業株式会社が合併し、新たに読売興業株式会社を発足

1964年９月 読売興業株式会社が北九州市小倉北区に読売新聞西部本社を開設し、九州地区で新聞発行を開始

1974年７月 名古屋高速印刷株式会社(1975年３月に株式会社中部読売新聞社に社名変更)に中部地区での新聞

発行・販売を委託。1975年３月新聞発行を開始

1988年６月 読売興業株式会社が株式会社中部読売新聞社を吸収合併し読売新聞中部本社を開設

1992年６月 読売興業株式会社の社名を株式会社よみうりに変更

1999年２月 株式会社中央公論社を買収、株式会社中央公論新社を設立

2002年７月 グループ再編成を実施。株式会社読売新聞社は、持株会社である株式会社読売新聞グループ本社

と株式会社読売新聞東京本社に分割。株式会社読売新聞社の子会社であった株式会社よみうりは

株式会社読売新聞西部本社と株式会社読売巨人軍に分割し、本部部門及び中部本社部門は株式会

社読売新聞東京本社に吸収合併。株式会社大阪読売新聞社は株式会社読売新聞大阪本社に商号を

変更。株式会社中央公論新社を含めて、株式会社読売新聞グループ本社と傘下の５社体制となる

第２ 【公開買付者の状況】

１ 【会社の場合】

(1) 【会社の概要】

① 【会社の沿革】

② 【会社の目的及び事業の内容】

１) 会社の目的

１. 以下の業務を行う子会社の株式を所有し、当該子会社の事業活動を支配、管理する業務

(1) 日刊新聞の発行及び販売に係る業務

(2) 雑誌、図書の発行及び販売に係る業務

(3) 電子、電波、通信メディアにおけるニュース等の配信、コンテンツの企画、制作、配信に係る業務

(4) 印刷の受託及び印刷物の発送に係る業務

(5) 野球競技の運営に係る業務

(6) 美術展、書道展等文化事業等の企画及び運営に係る業務

(7) 不動産の管理及び賃貸借に係る業務

(8) 旅行業に係る業務

(9) 労働者派遣に係る業務

(10)前各号に付帯又は関連する業務

２. 日刊新聞の発行に係る業務

３. 不動産の管理及び賃貸借に係る業務

２) 事業の内容

公開買付者は、日刊新聞の発行等の業務を営む子会社の事業活動の支配、管理を主たる事業として営んでお

ります。
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2020年11月９日現在

資本金の額 発行済株式の総数

613,200,000円 61,320.16株

2020年11月９日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数

(株)

発行済株式(自己株
式を除く。)の総数
に対する所有株式
数の割合(％)

読売新聞グループ本社役員
持株会

東京都千代田区大手町一丁目７番１号 21,029 34.32

公益財団法人　正力厚生会 東京都千代田区大手町一丁目７番１号 12,855 20.98

社会福祉法人　読売光と愛
の事業団

東京都千代田区大手町一丁目７番１号 6,000 9.79

関根　達雄 東京都杉並区 4,800 7.83

学校法人　読売理工学院 東京都文京区小石川一丁目１番１号 3,700 6.04

正力　源一郎 東京都渋谷区 3,045 4.97

正力　美緒 東京都渋谷区 3,029 4.94

塚越　陽子 神奈川県逗子市 2,804 4.58

正力　嘉子 東京都渋谷区 1,200 1.96

小島　あき 東京都新宿区 1,000 1.63

計 － 59,462 97.03

③ 【資本金の額及び発行済株式の総数】

④ 【大株主】

(注)　発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合については、小数点以下第三位を四捨五入し

ております。
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2020年11月９日現在

役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

代表取締役 主筆 渡辺　恒雄 1926年５月30日

1950年11月 ㈱読売新聞社入社

－

1975年６月 ㈱読売新聞社編集局次長兼
政治部長

1983年６月 ㈱読売新聞社専務取締役論
説委員長

1985年６月 ㈱読売新聞社専務取締役主
筆・論説委員長

1990年６月 ㈱読売新聞社代表取締役副
社長主筆・調査研究担当

1991年５月 ㈱読売新聞社代表取締役社
長・主筆

1991年６月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
取締役(現)

1992年６月 ㈱よみうりランド取締役
1996年12月 ㈱よみうり代表取締役社

長・巨人軍オーナー
1999年６月 ㈳日本新聞協会会長
2002年７月 当社代表取締役社長・主筆

㈱読売新聞東京本社取締役
(現)
㈱読売巨人軍取締役オー
ナー

2004年１月 当社代表取締役会長・主筆
2005年６月 ㈱読売巨人軍代表取締役会

長
2014年６月 ㈱読売巨人軍取締役 高顧

問
2016年６月 当社代表取締役主筆(現)

代表取締役
会長

主筆代理
国際担当

老川　祥一 1941年10月25日

1964年４月 ㈱読売新聞社入社

－

1986年６月 ㈱読売新聞社政治部次長
1986年９月 ㈱読売新聞社論説委員
1993年７月 ㈱読売新聞社政治部長
1995年２月 ㈱読売新聞社編集局次長
1996年11月 ㈱読売新聞社調査研究本部

長
1998年６月 ㈱読売新聞社取締役編集局

長
2001年３月 ㈱大阪読売新聞社専務取締

役編集担当
2004年６月 ㈱読売新聞大阪本社取締役

副社長・編集・営業担当
2005年６月 ㈱読売新聞大阪本社代表取

締役社長
2006年６月 当社取締役大阪担当
2007年６月 当社取締役編集担当

㈱読売新聞東京本社代表取
締役社長・編集主幹

2011年６月 当社取締役 高顧問
2013年６月 当社取締役 高顧問・主筆

代理
2014年12月 当社取締役 高顧問・主筆

代理・国際担当(The Japan 
News主筆)

2016年３月 ㈱読売巨人軍取締役オー
ナー

2019年９月 当社代表取締役会長・主筆
代理・国際担当(The Japan 
News主筆)(現)

2020年６月 ㈱読売新聞東京本社取締役
論説委員長(現)

⑤ 【役員の職歴及び所有株式の数】
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

代表取締役
社長

販売担当 山口　寿一　 1957年３月４日

1979年４月 ㈱読売新聞社入社

－

1998年４月 ㈱読売新聞社社会部次長兼
法務室次長

2002年７月 当社法務部長
2007年５月 当社社長室長

㈱読売新聞東京本社広報担
当

2009年６月 当社執行役員社長室長・コ
ンプライアンス担当
㈱読売新聞東京本社執行役
員広報担当

2010年６月 ㈱読売新聞東京本社執行役
員広報・コンプライアンス
担当・新社屋建設委員会事
務局長

2011年６月 当社取締役社長室長・コン
プライアンス担当
㈱読売新聞東京本社常務取
締役広報・コンプライアン
ス担当・新社屋建設委員会
事務局長

2012年６月 当社取締役経営戦略本部
長・広報担当
㈱読売新聞東京本社専務取
締役広報・メディア担当

2014年１月 ㈱読売新聞東京本社専務取
締役不動産・広報・メディ
ア担当

2014年６月 当社専務取締役経営本部
長・広報担当

2015年６月 当社代表取締役経営主幹・
東京担当
㈱読売新聞東京本社代表取
締役社長

2016年３月 ㈱読売巨人軍取締役
2016年６月 ㈱読売巨人軍取締役広報担

当
当社代表取締役社長

2017年４月 ㈱読売新聞東京本社代表取
締役社長・販売担当

2017年６月 当社代表取締役社長・販売
担当(現)
㈱読売新聞東京本社代表取
締役社長(現)
㈱よみうりランド取締役
(現)

2018年７月 ㈱読売巨人軍取締役オー
ナー(現)

2019年６月 (一社)日本新聞協会会長
(現)
日本テレビホールディング
ス㈱取締役(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

取締役
副社長

経営管理・
ネットワー
ク担当

村岡　彰敏 1956年７月４日

1983年４月 ㈱読売新聞社入社

－

2000年６月 ㈱読売新聞社政治部次長
2004年１月 ㈱読売新聞東京本社論説委

員
2005年10月 ㈱読売新聞東京本社秘書部

次長
2005年12月 ㈱読売新聞東京本社秘書部

長
2009年６月 ㈱読売新聞東京本社政治部

長
2011年６月 ㈱読売新聞東京本社編集局

次長
2012年６月 当社執行役員社長室長・コ

ンプライアンス担当
㈱読売新聞東京本社執行役
員新社屋建設委員会事務局
長・コンプライアンス担当

2014年１月 ㈱読売新聞東京本社執行役
員オリンピック・パラリン
ピック・コンプライアンス
担当

2014年６月 当社取締役経理担当
㈱読売新聞東京本社取締役
経理局長・関連会社担当

2015年６月 ㈱読売新聞東京本社常務取
締役経理局長・関連会社担
当
㈱読売巨人軍常勤監査役

2016年６月 当社取締役経営管理担当
㈱読売新聞東京本社専務取
締役経理局長兼総務局長・
関連会社担当
※2016年７月に経理局と総
務局の統合に伴い専務取締
役総務局長・関連会社担当

2017年６月 当社取締役社長室長・経営
管理・コンプライアンス・
広報担当
㈱読売新聞東京本社専務取
締役総務局長・関連会社・
不動産・コンプライアン
ス・広報・オリンピック・
パラリンピック担当

2018年６月 当社取締役経営管理担当
㈱読売新聞東京本社取締役
副社長・総務局長・関連会
社担当

2019年６月 日本テレビホールディング
ス㈱監査役(現)
㈱よみうりランド取締役
(現)

2019年９月 当社取締役副社長・経営管
理担当
㈱読売新聞東京本社代表取
締役副社長・総務局長・関
連会社担当

2020年６月 当社取締役副社長・経営管
理・ネットワーク担当(現)
㈱読売新聞東京本社代表取
締役副社長(現)
㈱読売巨人軍取締役(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

取締役 大阪担当 柴田　岳 1963年５月16日

1987年４月 ㈱読売新聞社入社

－

2005年７月 ㈱読売新聞東京本社政治部
次長

2008年４月 ㈱読売新聞東京本社論説委
員

2009年６月 ㈱読売新聞東京本社秘書部
長

2010年５月 ㈱読売新聞東京本社新社屋
建設委員会事務局統括部長

2011年10月 読売インターナショナル社
社長兼アメリカ総局長

2013年９月 ㈱読売新聞東京本社国際部
長

2014年12月 ㈱読売新聞東京本社編集局
次長兼国際部長

2015年６月 ㈱読売新聞東京本社編集局
総務

2016年６月 当社執行役員社長室長・コ
ンプライアンス・広報担当
㈱読売新聞東京本社執行役
員不動産・コンプライアン
ス・広報・オリンピック・
パラリンピック担当

2017年６月 ㈱読売新聞東京本社取締役
編集局長

2019年６月 ㈱読売新聞東京本社常務取
締役論説委員長

2020年６月 当社取締役大阪担当(現)
㈱読売新聞大阪本社代表取
締役社長(現)

取締役 西部担当 国松　徹 1955年８月26日

1982年４月 ㈱読売新聞社入社

－

2000年８月 ㈱読売新聞社経済部次長
2007年３月 ㈱読売新聞大阪本社経済部

長
2008年５月 当社社長室次長
2009年６月 ㈱読売新聞東京本社経理局

次長兼グループ政策部長
2012年６月 ㈱読売新聞大阪本社執行役

員総務経理局総務
2013年６月 ㈱読売新聞大阪本社取締役

役員室長・労務担当
2014年５月 ㈻読売理工学院理事長
2015年６月 ㈱読売新聞大阪本社専務取

締役総務経理局長・労務・
関連会社担当

2017年６月 ㈱読売新聞大阪本社専務取
締役総務経理局長・関連会
社担当

2018年６月 ㈱読売新聞東京本社専務取
締役制作局長・システム担
当

2019年６月 当社取締役西部担当(現)
㈱読売新聞西部本社代表取
締役社長(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

取締役 － 関根　達雄 1949年４月17日

1972年４月 ㈱読売新聞社入社

4,800

1992年３月 ㈱読売新聞社経済部次長
1993年１月 ㈱読売新聞社社長室幹事
1993年10月 ㈱読売新聞社社長室幹事兼

論説委員
1994年６月 ㈱読売新聞社社長室調査部

長
1996年12月 ㈱読売新聞社総務局管理部

長
1998年６月 ㈱読売新聞社資材部長
1999年12月 ㈱読売新聞社資材部長兼衛

星版推進委員会幹事
2002年７月 ㈱読売新聞東京本社経済部

長
2004年６月 ㈱読売新聞東京本社執行役

員制作局長
2006年６月 ㈱よみうりランド専務取締

役管財部担当
2007年６月 ㈱よみうりランド代表取締

役社長
2014年６月 当社取締役(現)

㈱よみうりランド代表取締
役会長

2017年６月 ㈱読売新聞東京本社相談役
(現)

2018年６月 ㈱よみうりランド 高顧問

取締役 － 大久保　好男 1950年７月８日

1975年４月 ㈱読売新聞社入社

－

1995年９月 ㈱読売新聞社政治部次長
2000年６月 ㈱読売新聞社論説委員
2003年６月 ㈱読売新聞東京本社政治部

長
2005年６月 ㈱読売新聞東京本社編集局

次長
2007年６月 ㈱読売新聞東京本社編集局

総務
2008年６月 ㈱読売新聞東京本社執行役

員メディア戦略局長
2009年６月 ㈱読売新聞東京本社取締役

メディア戦略局長
2010年６月 日本テレビ放送網㈱(現日本

テレビホールディングス㈱)
取締役執行役員

2011年６月 当社取締役(現)
日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
代表取締役社長執行役員
㈱読売新聞東京本社監査役
㈱読売巨人軍取締役

2012年10月 日本テレビホールディング
ス㈱代表取締役社長

2013年６月 ㈱よみうりランド取締役
2019年６月 日本テレビホールディング

ス㈱代表取締役会長(現)
日本テレビ放送網㈱代表取
締役会長執行役員(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

取締役 － 杉山　美邦 1954年10月11日

1978年４月 ㈱読売新聞社入社

－

1996年３月 ㈱読売新聞社経済部次長
2003年６月 ㈱読売新聞東京本社論説委

員
2006年６月 ㈱読売新聞東京本社経済部

長
2007年６月 ㈱読売新聞東京本社編集局

次長
2008年６月 ㈱読売新聞東京本社調査研

究本部総務
2009年６月 当社執行役員営業担当

㈱読売新聞東京本社執行役
員経理局長

2010年６月 ㈱読売新聞東京本社取締役
経理局長

2011年６月 当社取締役営業担当
㈱読売新聞東京本社常務取
締役経理局長・関連会社担
当

2012年６月 ㈱読売新聞東京本社専務取
締役経理局長・関連会社担
当

2014年６月 当社取締役西部担当
㈱読売新聞西部本社代表取
締役社長

2015年６月 当社取締役大阪担当
㈱読売新聞大阪本社代表取
締役社長

2017年６月 当社取締役(現)
㈱よみうりランド代表取締
役社長・経営企画室・管財
部担当

2018年１月 ㈱よみうりランド代表取締
役社長

2019年６月 日本テレビホールディング
ス㈱取締役

2020年６月 日本テレビホールディング
ス㈱代表取締役社長(現)
日本テレビ放送網㈱代表取
締役執行役員(現)
㈱よみうりランド取締役
(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

取締役 ― 石沢　顕 1956年10月14日

1980年４月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
入社

－

2008年７月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
秘書室長兼秘書部長

2009年７月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
総務局長

2009年12月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
編成局長

2011年７月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
執行役員社長室長

2012年６月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
上席執行役員社長室長

2012年10月 日本テレビホールディング
ス㈱経営戦略局長

2013年６月 日本テレビホールディング
ス㈱取締役
日本テレビ放送網㈱取締役
執行役員

2015年６月 日本テレビホールディング
ス㈱常務取締役
日本テレビ放送網㈱取締役
常務執行役員

2018年６月 日本テレビホールディング
ス㈱専務取締役
日本テレビ放送網㈱取締役
専務執行役員(現)

2020年６月 当社取締役(現)
日本テレビホールディング
ス㈱取締役(現)

常勤監査役 － 長田　明彦 1957年９月15日

1981年４月 ㈱読売新聞社入社

－

2001年８月 ㈱読売新聞社経理部次長
2004年７月 ㈱読売新聞東京本社経理局

監査部長
2009年６月 ㈱読売新聞東京本社経理部

長
2010年６月 ㈱読売新聞東京本社経理局

次長兼経理部長
2011年６月 ㈱読売新聞東京本社経理局

次長兼経理部長兼新社屋建
設委員会事務局次長

2013年６月 ㈱報知新聞社取締役経営管
理局長

2015年６月 ㈱報知新聞社常務取締役経
営管理局長

2016年６月 当社常勤監査役(現)
㈱読売新聞東京本社常勤監
査役(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

監査役 － 御手洗　冨士夫 1935年９月23日

1961年４月 キヤノンカメラ㈱(現キヤノ
ン㈱)入社

－

1979年１月 Canon U.S. A., Inc. 社長
1981年３月 キヤノン㈱取締役
1985年３月 キヤノン㈱常務取締役
1989年１月 キヤノン㈱常務取締役本社

事務部門担当
1989年３月 キヤノン㈱代表取締役専務
1993年３月 キヤノン㈱代表取締役副社

長
1995年９月 キヤノン㈱代表取締役社長
2006年３月 キヤノン㈱代表取締役会長

兼社長
2006年５月 キヤノン㈱代表取締役会長

㈳日本経済団体連合会会長
2010年５月 ㈳日本経済団体連合会名誉

会長(現)
2010年12月 当社監査役(現)
2012年３月 キヤノン㈱代表取締役会長

兼社長
2016年３月 キヤノン㈱代表取締役会長

ＣＥＯ
2020年５月 キヤノン㈱代表取締役会長

兼社長ＣＥＯ(現)

監査役 － 小杉　善信 1954年２月８日

1976年４月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
入社

－

2004年６月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
営業局長

2007年３月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
編成局長

2008年６月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
執行役員編成局長

2011年６月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
取締役執行役員

2011年７月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
取締役執行役員編成局長

2012年６月 日本テレビ放送網㈱(現日本
テレビホールディングス㈱)
取締役常務執行役員

2012年10月 日本テレビホールディング
ス㈱常務取締役

2013年６月 日本テレビホールディング
ス㈱専務取締役

2018年６月 当社監査役(現)
日本テレビホールディング
ス㈱取締役副社長
日本テレビ放送網㈱取締役
副社長執行役員

2019年６月 日本テレビホールディング
ス㈱代表取締役社長
日本テレビ放送網㈱代表取
締役社長執行役員(現)

2020年６月 日本テレビホールディング
ス㈱代表取締役(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数

(株)

監査役 ― 真砂　靖 1954年５月11日

1978年４月 大蔵省(現財務省)入省

－

2004年７月 財務省大臣官房参事官
2005年７月 財務省大臣官房参事官兼大

臣官房文書課長
2006年７月 財務省主計局次長
2009年７月 財務省大臣官房長
2010年７月 財務省主計局長
2012年８月 財務省財務事務次官
2013年10月 東京大学大学院客員教授
2014年２月 弁護士登録(西村あさひ法律

事務所)(現)
2014年６月 ㈱読売新聞西部本社監査役

日本テレビホールディング
ス㈱取締役(現)
日本テレビ放送網㈱取締役
(現)

2015年６月 ㈱読売新聞大阪本社監査役
2018年６月 ㈱読売巨人軍監査役(現)
2020年６月 当社監査役(現)

計 4,800

(2) 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

公開買付者の第70期事業年度(2019年４月１日から2020年３月31日まで)の財務諸表は「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵令第59号。その後の改正を含みます。)に基づいて作成しておりま

す。

２　監査証明について

公開買付者は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、第70期事業年度(2019年４月１日から2020年３月

31日まで)の計算書類について、公開買付者の会計監査人である浦貴行氏より監査を受けておりますが、本書に記

載する公開買付者の第70期事業年度(2019年４月１日から2020年３月31日まで)の財務諸表は、監査法人又は公認

会計士の監査を受けておりません。
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(単位：百万円)

資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額

流動資産 15,274 流動負債 388

現金及び預金 10 未払費用 206

預け金 14,963 未払法人税等 49

未収入金 270 未払消費税等 11

その他流動資産 29 預り金 20

固定資産 107,403 賞与引当金 96

有形固定資産 13,476 その他流動負債 5

土地 13,476 固定負債 8,510

投資その他の資産 93,926 繰延税金負債 6,948

投資有価証券 18,075 退職給付引当金 1,562

関係会社株式 75,839 負債合計 8,899

長期前払費用 4

差入保証金 1 純資産の部

その他投資 5 株主資本 103,526

資本金 613

資本剰余金 0

資本準備金 0

利益剰余金 102,913

利益準備金 153

その他利益剰余金 102,760

設備更新積立金 10,900

災害補填積立金 649

退職給付積立金 721

別途積立金 83,203

圧縮記帳積立金 5,866

繰越利益剰余金 1,419

自己株式 △0

評価・換算差額等 10,250

その他有価証券評価差額金 10,250

純資産合計 113,777

資産合計 122,677 負債・純資産合計 122,677

① 【貸借対照表】

貸借対照表

(2020年３月31日現在)
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(単位：百万円)

科目 金額

Ⅰ　売上高 2,228

Ⅱ　売上原価 ―

売上総利益 2,228

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,880

営業損失 652

Ⅳ　営業外収益

受取利息・配当金 2,100

その他の営業外収益 0 2,100

Ⅴ　営業外費用 0

経常利益 1,447

Ⅵ　特別利益 ―

Ⅶ　特別損失 ―

税引前当期純利益 1,447

法人税、住民税及び事業税 177

法人税等調整額 △75 102

当期純利益 1,345

② 【損益計算書】

損益計算書

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)
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(単位：百万円)

株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株　主
資　本
合計

資　本
準備金

資　本
剰余金
合計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合計

設備更新
積立金

災害補填
積立金

退職給付
積立金

別　途
積立金

圧縮記帳
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 613 0 0 153 10,900 649 721 82,103 5,866 1,235 101,629 △0 102,242

当期変動額

剰余金の配
当

△61 △61 △61

当期純利益 1,345 1,345 1,345

自己株式の
取得

△0 △0

別途積立金
の積立

1,100 △1,100

株主資本以
外の項目の
当期変動額
(純額)

当期変動額合
計

1,100 184 1,284 △0 1,284

当期末残高 613 0 0 153 10,900 649 721 83,203 5,866 1,419 102,913 △0 103,526

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 12,011 12,011 114,254

当期変動額

剰余金の配
当

△61

当期純利益 1,345

自己株式の
取得

△0

別途積立金
の積立

株主資本以
外の項目の
当期変動額
(純額)

△1,760 △1,760 △1,760

当期変動額合
計

△1,760 △1,760 △476

当期末残高 10,250 10,250 113,777

③ 【株主資本等変動計算書】

株主資本等変動計算書

(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
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子会社株式及び関連会社株式………………移動平均法による原価法

その他有価証券　市場価格のあるもの……決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないもの……移動平均法による原価法

短期金銭債権 14,974百万円

短期金銭債務 73百万円

売上高 2,198百万円

仕入高 1,590百万円

営業取引以外の取引高 1,504百万円

１. 事業年度末日における発行済株式の数 61,320.16株

２. 事業年度末日における自己株式の数 38.60株

(1) 配当金の総額 61百万円

(2) 一株当たりの配当額 1,000円

(3) 基準日 2019年３月31日

(4) 効力発生日 2019年６月12日

【個別注記表】

＜重要な会計方針に関する注記＞

貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用した重要な会計方針は、次のとおりであります。

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

２. 重要な引当金の計上基準

(賞与引当金)

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(退職給付引当金)

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。ま

た、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

３. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

＜貸借対照表に関する注記＞

１. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

＜損益計算書に関する注記＞

１. 関係会社との取引高

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞

３. 配当金支払額

2019年６月11日の定時株主総会において、次の通り決議しております。
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(1) 配当金の総額 61百万円

(2) 一株当たりの配当額 1,000円

(3) 配当の原資 利益剰余金

(4) 基準日 2020年３月31日

(5) 効力発生日 2020年６月10日

繰延税金資産 賞与引当金 31百万円

未払資産税 33百万円

退職給付引当金 478百万円

投資有価証券 10百万円

関係会社株式 21,154百万円

その他 11百万円

繰延税金資産小計 21,718百万円

評価性引当額 △21,552百万円

繰延税金資産合計 166百万円

繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 4,525百万円

圧縮記帳積立金 2,589百万円

繰延税金負債合計 7,115百万円

繰延税金負債の純額 6,948百万円

(単位：百万円)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 預け金 14,963 14,963 －

(2) 投資有価証券

　　その他有価証券 17,655 17,655 －

(3) 関係会社株式 6,053 49,482 43,429

４. 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2020年６月９日の定時株主総会において、次の通り付議する予定です。

＜税効果会計に関する注記＞

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

＜金融商品に関する注記＞

１. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については、短期的な預金等を中心に行っております。銀行等金融機関からの借入による資金調

達は行っておりません。投資有価証券は株式であり、定期的に時価や財務状況等の把握を行っております。

当期末における借入金及びデリバティブの残高はありません。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるもの及び重要性が乏しいと認められるものは、次表には含まれて

おりません(<注２>参照)。

<注１>　金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 預け金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 投資有価証券、(3) 関係会社株式

投資有価証券及び関係会社株式は主に株式であり、時価は取引所の価格によっております。
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貸借対照表計上額 当期末の時価

13,476百万円 19,925百万円

(単位：百万円)

種類 会社等の名称
議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容
(注１)

取引金額
(注２)

科目
期末残高
(注２)

子会社 ㈱読売新聞東京本社 直接100％ 役員の兼任 経営指導 896 立替金 11

子会社 ㈱読売新聞大阪本社 直接100％ 役員の兼任 経営指導 43 － －

子会社 ㈱読売新聞西部本社 直接100％ 役員の兼任 経営指導 11 － －

子会社 ㈱読売巨人軍 直接100％ 役員の兼任 経営指導 5 － －

子会社 ㈱中央公論新社 直接100％ 役員の兼任 経営指導 1 － －

１. １株当たり純資産額 1,856,640円70銭

２. １株当たり当期純利益 21,957円00銭

<注２>　非上場株式(貸借対照表計上額、投資有価証券420百万円、関係会社株式69,786百万円)は、市場価格がなく、か

つ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、

「(2) 投資有価証券その他有価証券」及び「(3) 関係会社株式」には含めておりません。

＜賃貸等不動産に関する注記＞

１. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は東京都において、賃貸用の土地を所有しております。

２. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(注)　当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。

＜関連当事者との取引に関する注記＞

１. 子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１)　価格その他の取引条件は、原価等を勘案して価格交渉の上で決定しております。

(注２)　取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

＜１株当たり情報に関する注記＞

(3) 【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

① 【公開買付者が提出した書類】

イ 【有価証券報告書及びその添付書類】

ロ 【四半期報告書又は半期報告書】

ハ 【訂正報告書】

② 【上記書類を縦覧に供している場所】

２ 【会社以外の団体の場合】

該当事項はありません。

３ 【個人の場合】

該当事項はありません。
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(2020年11月９日現在)

所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 15,123(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

合計 15,123 ― ―

所有株券等の合計数 15,123 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (　　　―　　　) ― ―

(2020年11月９日現在)

所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 12,508(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

合計 12,508 ― ―

所有株券等の合計数 12,508 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (　　　―　　　) ― ―

第３ 【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

１ 【株券等の所有状況】

(1) 【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

(注１)　なお、公開買付者は本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、本書の訂正が必要な

場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

(2) 【公開買付者による株券等の所有状況】
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(2020年11月９日現在)

所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 2,615(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

合計 2,615 ― ―

所有株券等の合計数 2,615 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (　　　―　　　) ― ―

(2020年11月９日現在)

氏名又は名称 株式会社読売巨人軍

住所又は所在地 東京都千代田区大手町一丁目７番１号

職業又は事業の内容
ブランドビジネス、ファンクラブ事業運営、PR・広報、野球振興、ベース
ボールオペレーション

連絡先

連絡先　　株式会社読売新聞グループ本社
　　　　　法務部
連絡場所　東京都千代田区大手町一丁目７番１号
電話番号　03-3242-1111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

(2020年11月９日現在)

氏名又は名称 株式会社読売新聞西部本社

住所又は所在地 福岡県福岡市中央区赤坂一丁目16番５号

職業又は事業の内容 メディア・コンテンツ事業

連絡先

連絡先　　株式会社読売新聞グループ本社
　　　　　法務部
連絡場所　東京都千代田区大手町一丁目７番１号
電話番号　03-3242-1111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

(3) 【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】

(注１)　なお、公開買付者は本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、本書の訂正が必要な

場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

(4) 【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)】

① 【特別関係者】
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(2020年11月９日現在)

氏名又は名称 関根　達雄

住所又は所在地 東京都千代田区大手町一丁目７番１号(公開買付者の所在地)

職業又は事業の内容 株式会社読売新聞グループ本社　取締役

連絡先

連絡先　　株式会社読売新聞グループ本社
　　　　　法務部
連絡場所　東京都千代田区大手町一丁目７番１号
電話番号　03-3242-1111

公開買付者との関係 公開買付者の役員

(2020年11月９日現在)

所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 2,014(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

合計 2,014 ― ―

所有株券等の合計数 2,014 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (　　　―　　　) ― ―

(2020年11月９日現在)

所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 243(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

合計 243 ― ―

所有株券等の合計数 243 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (　　　―　　　) ― ―

② 【所有株券等の数】

株式会社読売巨人軍

株式会社読売新聞西部本社
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(2020年11月９日現在)

所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 358(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

合計 358 ― ―

所有株券等の合計数 358 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (　　　―　　　) ― ―

関根　達雄

２ 【株券等の取引状況】

(1) 【届出日前60日間の取引状況】

該当事項はありません。

３ 【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

公開買付者は、本公開買付けに関連して、対象者の第２位の株主である日本テレビ放送網との間で、2020年11月６

日付で本応募契約を締結し、日本テレビ放送網は、本公開買付けにその所有する対象者株式1,124,210株(所有割合：

14.63％)の全てを応募することに合意しております。本応募契約の詳細につきましては、上記「第１　公開買付要

項」の「３　買付け等の目的」の「(6) 本公開買付けに関する重要な合意に関する事項」をご参照ください。

４ 【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

該当事項はありません。
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第４【公開買付者と対象者との取引等】

１ 【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

(1) 公開買付者と対象者との間の取引の有無及び内容

公開買付者は、対象者との間でゴルフ場施設利用等の取引を行っておりますが、その取引額は公開買付者の売上

高に占める割合としては僅少であり、公開買付者及び対象者にとって代替性の無い取引でもないため、公開買付者

と対象者との間に重要な取引は存在しません。

(2) 公開買付者と対象者の役員との間の取引の有無及び内容

該当事項はありません。

２ 【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1) 公開買付者と対象者との間の合意内容の有無及び内容

①　本公開買付けへの賛同

対象者プレスリリースによれば、対象者は、2020年11月６日開催の取締役会において、本公開買付けに関し

て、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を

行ったとのことです。

なお、これらの対象者の意思決定に係る詳細については対象者プレスリリース及び上記「第１　公開買付要

項」の「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定

の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付け

の公正性を担保するための措置)」の「⑧　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を

有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

②　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

上記「第１　公開買付要項」の「３　買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背

景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。

③　本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を

担保するための措置

上記「第１　公開買付要項」の「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 

買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する

ための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。

(2) 公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容

該当事項はありません。
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決算年月 ― ― ―

売上高 ― ― ―

売上原価 ― ― ―

販売費及び一般管理費 ― ― ―

営業外収益 ― ― ―

営業外費用 ― ― ―

当期純利益(当期純損失) ― ― ―

決算年月 ― ― ―

１株当たり当期純損益 ― ― ―

１株当たり配当額 ― ― ―

１株当たり純資産額 ― ― ―

(単位：円)

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名

東京証券取引所　市場第一部

月別 2020年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

高株価 3,950 3,820 3,640 4,115 4,370 4,440 4,935

低株価 3,215 3,535 3,110 3,250 3,800 4,025 4,370

年　月　日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数　株) 単元未満
株式の状況

(株)政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

所有株式数
(単元)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

第５ 【対象者の状況】

１ 【 近３年間の損益状況等】

(1) 【損益の状況】

(2) 【１株当たりの状況】

２ 【株価の状況】

(注)　2020年11月については、11月６日までのものです。

３ 【株主の状況】

(1) 【所有者別の状況】
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年　月　日現在

氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数(株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ― ― ―

年　月　日現在

氏名 役名 職名 所有株式数(株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

計 ― ― ― ―

(2) 【大株主及び役員の所有株式の数】

① 【大株主】

② 【役員】

４ 【継続開示会社たる対象者に関する事項】

(1) 【対象者が提出した書類】

① 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第95期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)　2019年６月20日関東財務局長に提出

事業年度　第96期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)　2020年６月18日関東財務局長に提出

② 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第97期第２四半期(自　2020年７月１日　至　2020年９月30日)　2020年11月９日関東財務局長に提

出

③ 【臨時報告書】

該当事項はありません。

④ 【訂正報告書】

該当事項はありません。
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(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社よみうりランド

 (東京都稲城市矢野口4015番地１)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

５ 【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

該当事項はありません。

６ 【その他】

対象者は、2020年11月６日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2020年７月29日に公

表した2021年３月期の配当予想を修正し、同期の剰余金の配当(期末配当)を行わないこと、及び本公開買付けの成否

にかかわらず、同期より株主優待制度を廃止することについて決議したとのことです。

なお、対象者は、遊園地をはじめとする各施設のファンの皆様をはじめとした対象者を支援くださる方々こそが、

対象者のかけがえのない財産であるとの認識のもと、従来の株主優待制度とは別の制度として、全てのファンの方々

にご参加いただける「よみうりランド共通会員制度(仮称)」を創設することとしたとのことです。当該制度の詳細に

ついては、2020年11月６日に公表いたしました「よみうりランド共通会員制度(仮称)」をご覧いただきたいとのこと

です。
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【対象者に係る主要な経営指標等の推移】 

主要な経営指標等の推移 

（1）連結経営指標等 
 

回次 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期 

決算年月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 

売上高 (千円) 18,771,582 21,051,743 20,921,853 21,957,778 22,238,357 

経常利益 (千円) 2,854,626 2,620,728 2,568,283 3,537,727 3,372,768 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

(千円) 1,986,953 3,551,636 2,623,075 2,338,668 2,118,984 

包括利益 (千円) 1,248,543 3,865,030 2,638,143 1,611,141 52,511 

純資産額 (千円) 22,381,207 25,652,640 27,900,337 29,124,621 28,789,773 

総資産額 (千円) 72,335,169 68,312,023 68,549,828 67,420,558 66,283,330 

１株当たり純資産額 (円) 2,895.64 3,336.48 3,629.40 3,788.94 3,745.70 

１株当たり当期純利益 (円) 257.05 461.33 341.19 304.24 275.68 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

(円) ─ ─ ─ ― ― 

自己資本比率 (％) 30.9 37.6 40.7 43.2 43.4 

自己資本利益率 (％) 9.05 14.79 9.80 8.20 7.32 

株価収益率 (倍) 22.45 9.32 13.22 14.22 11.93 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 4,222,292 9,053,733 4,992,107 4,918,859 4,067,506 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △11,248,620 △5,048,657 △802,942 △2,429,272 △5,750,332 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 8,311,866 △4,732,028 △2,881,598 △2,577,004 △1,382,158 

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(千円) 5,020,722 4,293,770 5,601,336 5,513,918 2,448,934 

従業員数 (名) 
178 184 195 209 223 

(704) (853) (851) (848) (839) 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

４ 2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第92期の期首に当該株式

併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。 

５ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第95期の期首

から適用しており、第94期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標

等となっております。 
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（2）対象者の経営指標等 

 

回次 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期 

決算年月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 

売上高 (千円) 17,737,914 20,165,176 19,953,359 21,113,035 21,520,759 

経常利益 (千円) 2,550,660 2,317,505 2,299,555 3,320,356 3,485,009 

当期純利益 (千円) 1,784,867 3,346,182 2,445,312 2,213,528 2,301,596 

資本金 (千円) 6,053,030 6,053,030 6,053,030 6,053,030 6,053,030 

発行済株式総数 (株) 83,522,024 83,522,024 8,352,202 8,352,202 8,352,202 

純資産額 (千円) 22,911,499 25,977,216 28,046,944 29,146,241 28,994,400 

総資産額 (千円) 72,780,773 68,635,175 68,947,205 67,993,676 67,162,216 

１株当たり純資産額 (円) 2,964.25 3,378.70 3,648.47 3,791.76 3,772.33 

１株当たり配当額 
(内１株当たり中間配当額) 

(円) 
5.50 5.00 27.50 50.00 50.00 

(2.50) (2.50) (2.50) (25.00) (25.00) 

１株当たり当期純利益 (円) 230.91 434.64 318.07 287.96 299.44 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

(円) ─ ─ ─ ― ― 

自己資本比率 (％) 31.5 37.8 40.7 42.9 43.2 

自己資本利益率 (％) 7.90 13.69 9.05 7.74 7.92 

株価収益率 (倍) 24.99 9.89 14.18 15.02 10.99 

配当性向 (％) 23.82 11.50 15.72 17.36 16.70 

従業員数 (名) 
126 128 129 138 147 

(443) (562) (568) (581) (592) 

株主総利回り (％) 125.8 95.1 100.8 97.8 76.6 

( 比 較 情 報 ： 配 当 込 み
TOPIX) 

(％) (89.2) (102.3) (118.5) (112.5) (101.8) 

最高株価 (円) 587 576 
5,180 
(555) 

5,050 5,440 

最低株価 (円) 372 392 
4,385 
(408) 

3,355 2,811 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

４ 第92期の１株当たり配当額５円50銭には、新遊園地エリア「グッジョバ!!」オープン記念配当50銭を含んで

おります。 

５ 2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第92期の期首に当該株式

併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。 

６ 第94期の１株当たり配当額27.50円は中間配当額2.50円と期末配当額25.00円の合計となります。当社は2017

年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っておりますので、中間配当額2.50円は株式

併合前の配当額、期末配当額25.00円は株式併合後の配当額となります。なお、当該株式併合を踏まえて換算

した場合、中間配当額は25.00円となるため、期末配当額25.00円を加えた年間配当額は１株につき50.00円と

なります。 

７ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第95期の期首

から適用しており、第94期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標

等となっております。 

８ 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第94期の株価については株

式併合後の最高・最低株価を記載しており、株式併合前の最高・最低株価を括弧内に記載しております。 
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